
Title 満洲事変と中国人 : 「満洲国」に入る中国人官吏と日本の政策
Sub Title Manchurian Crisis and the Chinese People -the Chinese Bureaucrats

Joining in Manchukuo and Japanese Policies-
Author 浜口, 裕子(Hamaguchi, Yuko)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1991

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.64, No.11 (1991. 11) ,p.33- 76 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19911128-0033

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


満
洲
事
変
と
中
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ェ
レ

　
　
　
ー
「
満
洲
国
」
に
入
る
中
国
人
官
吏
と
日
本
の
政
策
i

浜

口

裕

子

満洲事変と中国人

一
　
間
題
の
所
在

二
　
薄
儀
の
擁
立
と
鄭
孝
脊
の
構
想

三
　
満
洲
事
変
前
後
の
中
国
人
官
吏

　
（
1
）
奉
天
（
遼
寧
省
）
地
方
維
持
委
員
会

　
（
2
）
各
省
政
府
委
員

四
　
満
洲
国
建
国
と
中
国
人
官
吏

　
（
1
）
中
央
官
吏

　
（
2
）
省
長

　
（
3
）
　
県
長

五
　
結
　
　
語



法学研究64巻11号（’91：11）

一
　
問
題
の
所
在

　
一
九
三
二
年
三
月
に
出
現
し
た
満
洲
国
は
、
「
五
族
協
和
」
す
な
わ
ち
漢
・
満
洲
・
日
本
・
蒙
古
・
朝
鮮
民
族
の
「
協
和
」
を
唱
い
上

げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
質
が
日
本
の
「
偲
儲
国
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

満
洲
族
、
蒙
古
族
、
朝
鮮
族
を
も
含
め
た
多
く
の
現
地
「
中
国
人
」
が
そ
の
建
国
に
参
加
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
参
加

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
世
界
史
上
他
に
例
を
見
な
い
満
洲
国
と
い
う
虚
構
の
「
国
家
」
の
建
設
も
ま
た
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少

な
く
と
も
、
「
民
族
協
和
」
を
掲
げ
建
国
を
推
進
し
た
関
東
軍
に
と
っ
て
は
、
建
国
期
に
現
地
中
国
人
が
参
加
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

は
満
洲
国
の
存
在
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
中
国
人
に
着
眼
し
た
研
究

　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
意
外
に
少
な
い
。
だ
が
、
満
洲
事
変
か
ら
満
洲
国
建
国
と
い
う
歴
史
を
日
中
関
係
史
の
中
で
と
ら
え
、
し
か
も
中
国
側
も
主
体
と
し
て

考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
国
人
の
存
在
は
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
歴
史
の
一
側
面
を
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
近
年
、
中
国
に
お
い
て
も
満
洲
事
変
お
よ
び
満
洲
国
に
関
す
る
体
系
的
研
究
成
果
が
だ
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
中
国
に
存
在
す
る
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

料
が
断
片
的
な
が
ら
出
版
さ
れ
、
研
究
環
境
は
以
前
よ
り
整
い
つ
つ
あ
り
、
中
国
側
の
対
応
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
ん
で
ぎ
た
。

　
本
稿
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
満
洲
事
変
か
ら
満
洲
国
建
国
期
の
中
国
人
の
動
向
に
着
眼
し
、
彼
ら
が
な
ぜ
満
洲
国
建
国
に

参
画
し
た
の
か
、
ま
た
日
本
は
ど
の
よ
う
に
彼
ら
を
建
国
に
組
み
入
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
従

来
、
関
東
軍
が
武
力
を
背
景
に
無
理
や
り
事
を
運
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
易
顕
石
ら
の
研
究
は
満
洲
国
に
参
加

し
た
中
国
人
は
三
種
類
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
は
も
と
東
北
地
方
政
権
の
軍
政
高
官
達
。
第
二
は
失
意
の
内
に
閑
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
い
た
各
地
の
軍
閥
・
官
僚
・
政
客
。
第
三
は
清
朝
の
復
辟
派
．
ま
た
岡
部
牧
夫
は
張
学
良
の
国
民
政
府
接
近
政
策
に
不
安
を
感
じ
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

発
を
強
め
た
地
方
軍
閥
の
実
力
者
達
の
う
ち
親
日
派
が
満
洲
国
の
高
官
に
つ
い
た
と
す
る
．
こ
う
し
た
指
摘
は
い
ず
れ
も
真
実
の
一
面
を

語
っ
て
い
る
．
だ
が
脅
迫
さ
れ
て
参
加
し
た
者
が
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
積
極
的
・
能
動
的
な
意
志
で
協
力
し
た
者
が
す
べ
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て
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
．
実
際
満
洲
事
変
か
ら
満
洲
国
建
国
と
い
う
政
変
の
中
に
身
を
置
い
た
中
国
人
の
多
く
に
と
っ
て
、
選
択

肢
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
が
そ
の
限
ら
れ
た
選
択
肢
中
な
ぜ
満
洲
国
参
加
を
選
択
し
た
の
か
、
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
で
分
析
し
て
ゆ
く
。
い
う
ま
で
も
な
く
満
洲
国
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
も
数
多
く
お
り
、
参
加
老

は
個
々
に
様
々
な
事
情
を
抱
え
て
い
た
．
そ
こ
で
分
析
に
あ
た
っ
て
、
一
応
四
っ
の
座
標
軸
を
設
定
す
る
．
第
一
は
当
時
東
北
政
界
の
頂

点
に
あ
っ
た
張
学
良
と
の
距
離
で
あ
る
。
人
脈
面
で
あ
れ
政
策
面
で
あ
れ
張
学
良
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
場
合
満
洲
国
に
参

加
す
る
動
機
を
見
い
だ
す
可
能
性
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
第
二
は
日
本
と
の
距
離
で
あ
る
。
日
本
と
の
距
離
が
近
い
ほ
ど

満
洲
国
に
入
る
動
機
を
見
い
だ
す
可
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
第
三
は
清
朝
と
の
距
離
で
あ
る
。
心
情
的
で
あ
れ
人
脈
の

面
か
ら
で
あ
れ
清
朝
と
の
距
離
が
近
い
者
は
満
洲
国
に
入
る
動
機
を
見
い
だ
す
可
能
性
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
は
東
北
以

外
の
中
国
と
の
距
離
で
あ
る
．
東
北
以
外
に
基
盤
を
持
つ
者
は
、
満
洲
国
に
参
加
す
る
以
外
の
選
択
を
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
予
想

さ
れ
る
。
逆
に
中
央
と
の
関
係
を
持
た
な
い
東
北
土
着
派
ほ
ど
選
択
肢
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
彼
ら
の
経
歴
と
人

脈
を
見
る
こ
と
で
あ
る
程
度
分
析
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
分
析
対
象
は
満
洲
国
の
建
国
初
期
に
総
長
（
大
臣
）
・
次
長
ク
ラ
ス
で
入
る
官
吏

を
中
心
と
し
た
。
特
に
満
洲
事
変
前
後
の
彼
ら
の
動
向
を
分
析
す
る
た
め
、
事
変
直
後
に
関
東
軍
が
期
待
を
か
け
た
「
奉
天
地
方
維
持
委

員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
各
省
政
府
委
員
を
と
り
あ
げ
た
。
彼
ら
を
と
り
あ
げ
た
理
由
は
、
一
定
の
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
者
ほ
ど
満
洲
国
に
参

加
す
る
か
否
か
の
選
択
を
厳
し
く
迫
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
比
較
的
資
料
が
整
え
易
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
地
方
レ

ベ
ル
の
官
吏
に
つ
い
て
は
県
長
人
事
の
確
認
に
と
ど
め
た
。
以
上
の
分
析
は
、
中
国
人
の
満
洲
国
建
国
参
画
の
動
機
を
探
る
の
み
な
ら
ず
、

「
満
洲
国
」
と
い
う
虚
構
の
「
国
家
」
の
出
現
を
許
し
た
当
時
の
中
国
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
の
一
面
を
説
明
す
る
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
（
1
）
　
こ
れ
以
降
括
弧
は
省
略
す
る
．

　
（
2
）
　
満
洲
の
住
民
の
圧
倒
的
多
数
は
漢
民
族
で
あ
っ
た
．
こ
こ
で
は
特
別
な
場
合
を
除
き
満
洲
族
、
蒙
古
族
、
朝
鮮
族
を
も
含
め
た
現
地
人
の
こ
と

35
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を
「
中
国
人
」
と
総
称
し
て
い
る
．

（
3
）
　
岡
部
牧
夫
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
植
民
地
支
配
」
（
今
井
清
一
『
体
系
・
日
本
現
代
史
・
第
二
巻
二
五
年
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
』
、
日
本
評
論
社
、

　
一
九
七
九
年
所
収
）
が
建
国
時
期
の
総
長
ク
ラ
ス
の
人
材
の
分
析
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
松
沢
哲
成
「
『
満
洲
国
』
の
形
成
ー
日
中
関
係
史
の
一
断

　
面
」
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
『
社
會
科
學
研
究
』
第
二
四
巻
第
一
号
、
一
九
七
二
年
）
が
満
洲
事
変
の
際
の
中
国
民
衆
の
政
治
化
に
お

　
け
る
「
右
旋
回
」
に
ふ
れ
、
政
治
利
害
誘
導
型
、
経
済
利
害
誘
導
型
、
イ
テ
オ
・
ギ
ー
誘
導
型
の
類
型
を
提
起
し
た
．
他
に
平
野
健
一
郎
「
満
洲
国

協
和
会
の
政
治
的
展
開
ー
複
数
民
族
国
家
に
お
け
る
政
治
的
安
定
と
国
家
動
員
」
（
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
ち
近
衛
新
体
制
」
の
研
究
』
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
が
協
和
会
を
通
し
て
中
国
人
協
力
者
と
関
東
軍
の
政
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
4
）
代
表
的
な
も
の
に
易
顕
石
他
著
『
「
九
・
一
八
」
事
変
史
』
、
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
（
邦
訳
・
早
川
正
訳
『
九
・
一
八
事
変
史
i
中

国
側
か
ら
見
た
「
満
洲
事
変
」
』
、
新
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）
、
姜
念
東
他
著
『
偽
満
洲
国
史
』
、
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
愈
辛
惇
『
満

洲
事
変
期
の
中
日
外
交
史
研
究
』
、
東
方
書
店
、
一
九
八
六
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
八
月
に
は
遼
寧
人
民
出
版
社
よ
り
全
六
冊
に
わ

　
た
る
『
《
九
・
一
八
V
事
変
叢
書
』
も
出
版
さ
れ
る
（
筆
者
未
見
）
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
満
洲
国
に
参
加
し
た
中
国
人
の
戦
後
の
「
告
白
」
な
ど
も
お
さ
め
た
中
央
梢
案
館
・
中
国
第
二
歴
史
梢
案
館
・
吉
林
省
社
会
科
学
院

合
編
『
日
本
帝
国
主
義
侵
華
梢
案
資
料
選
編
－
九
・
一
八
事
変
・
1
』
、
中
華
書
局
、
北
京
．
一
九
八
八
年
が
出
た
し
、
前
掲
『
《
九
・
一
八
》
事
変

叢
書
』
で
遼
寧
省
梢
案
館
所
蔵
の
未
公
開
資
料
を
収
め
た
遼
寧
省
梢
案
館
編
『
〈
九
・
一
八
V
事
変
梢
案
史
料
精
編
』
、
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
九

　
一
年
、
が
出
版
さ
れ
る
．

（
6
）
　
前
掲
・
『
九
・
一
八
事
変
史
－
中
国
側
か
ら
見
た
「
満
洲
事
変
」
』
、
二
四
五
頁
．

（
7
）
　
岡
部
・
前
掲
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
植
民
地
支
配
」
、
一
一
六
頁
。

36

二
　
溝
儀
の
擁
立
と
鄭
孝
脊
の
構
想

　
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
満
洲
事
変
を
起
こ
し
た
関
東
軍
は
、
当
初
混
乱
に
乗
じ
た
満
蒙
占
領
を
企
て
た
も
の
の
、
日
本
国
内
の
意
向

や
国
際
情
勢
を
考
慮
し
、
九
月
二
二
日
に
は
「
占
領
案
」
か
ら
「
独
立
案
」
へ
と
後
退
す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
が
国
防
と
外
交
を
掌
握

し
、
中
国
本
土
か
ら
切
り
離
し
た
新
政
権
を
東
北
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
唱
っ
た
「
満
蒙
問
題
解
決
策
案
」
が
関
東
軍
参
謀
の
間
で
一
致
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（
1
）

を
見
た
の
で
あ
る
．
こ
こ
で
「
宣
統
帝
ヲ
頭
目
ト
ス
ル
支
那
政
権
ヲ
樹
立
」
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
．
実
は
す
で
に
二
〇
日
の
段
階
で
、

一
八
日
か
ら
奉
天
に
来
て
い
た
建
川
陸
軍
少
将
が
一
九
日
の
関
東
軍
幕
僚
と
の
話
合
い
を
踏
ま
え
、
軍
司
令
官
参
謀
課
長
に
対
し
、
「
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

東
北
政
権
を
潰
し
宣
統
帝
を
盟
主
と
し
日
本
の
支
持
を
受
く
る
政
権
を
樹
立
す
る
を
得
策
と
す
べ
し
」
と
意
見
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
は

大
臣
、
関
東
軍
総
長
に
も
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
清
朝
最
後
の
皇
帝
で
あ
る
博
儀
に
、
関
東
軍
は
事
変
前
か
ら
連
絡
を
と
っ
て
い
た
．
関
東
軍
幕
僚
の
一
人
で
あ
っ
た
花
谷
正
の
回
想
に

よ
れ
ぽ
、
独
立
政
権
の
頭
主
の
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
、
三
〇
〇
〇
万
民
衆
に
景
仰
さ
れ
る
名
門
の
出
身
で
徳
望
あ

る
こ
と
、
二
、
家
系
上
満
洲
系
で
あ
る
こ
と
、
三
、
張
作
霧
と
も
蒋
介
石
と
も
合
体
で
き
な
い
こ
と
、
四
、
日
本
と
協
力
し
得
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
っ
た
が
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
「
当
然
薄
儀
が
浮
か
び
上
つ
て
来
た
」
と
い
う
。
最
近
、
張
学
良
が
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
満
洲
事
変

以
前
に
張
学
良
の
軍
事
顧
問
で
あ
っ
た
土
肥
原
賢
二
が
、
学
良
の
た
め
に
用
意
し
た
「
王
道
論
」
と
い
う
文
章
の
中
で
張
学
良
を
満
洲
の

皇
帝
に
し
た
て
た
。
怒
っ
た
学
良
は
参
謀
本
部
に
土
肥
原
を
替
え
て
ほ
し
い
と
申
し
出
、
土
肥
原
と
は
極
力
顔
を
あ
わ
せ
な
い
よ
う
に
し

　
　
（
4
）

た
と
い
う
。
日
本
の
軍
中
央
・
外
務
省
は
事
変
直
後
ま
で
満
蒙
独
立
・
薄
儀
擁
立
に
は
反
対
で
あ
っ
た
が
、
一
部
に
は
学
良
を
も
っ
て
来

　
　
　
　
　
（
5
）

る
考
え
も
あ
っ
た
。
当
時
の
関
東
軍
幕
僚
で
建
国
工
作
に
か
か
わ
っ
て
い
た
片
倉
衷
は
、
新
政
権
の
頭
目
と
し
て
三
人
程
候
補
が
あ
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

た
が
結
局
第
一
候
補
の
薄
儀
に
お
さ
ま
っ
た
と
回
顧
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
関
東
軍
に
と
っ
て
は
要
は
東
北
の
中
国
人
を
ま

と
め
る
象
徴
と
し
て
適
当
で
あ
り
、
か
つ
日
本
に
協
力
す
る
こ
と
が
「
新
政
権
の
頭
目
」
と
し
て
最
も
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
．
し
か
し
、
結
果
と
し
て
博
儀
に
な
っ
た
こ
と
は
、
満
洲
国
の
建
国
に
参
画
し
た
中
国
人
の
動
機
と
人
脈
を
考
え
た
場
合
、
極
め
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
溝
儀
自
身
に
と
っ
て
こ
の
話
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
．
北
京
の
宮
殿
を
追
わ
れ
天
津
に
来
て
以
来
薄
儀
は
、

清
朝
の
復
辟
実
現
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
だ
て
を
探
し
て
い
た
．
博
儀
は
満
洲
事
変
勃
発
後
の
一
一
月
二
日
関
東
軍
の
土
肥
原
賢
二
と
会

見
す
る
が
こ
こ
で
、
満
洲
に
帰
り
新
国
家
の
元
首
と
し
て
そ
の
指
導
に
あ
た
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
日
本
の
誘
い
は
薄
儀
に
と
っ
て
復
僻
実
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（
7
）

現
の
期
待
を
抱
か
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
一
一
月
一
〇
日
ひ
そ
か
に
天
津
を
出
た
薄
儀
は
一
八
日
旅
順
に
入
る
。
し
か
し
．
一
九
三

二
年
一
月
末
関
東
軍
参
謀
板
垣
征
四
郎
と
会
見
の
際
、
復
辟
で
は
な
く
新
国
家
満
洲
国
の
執
政
と
な
る
旨
要
請
さ
れ
、
激
怒
す
る
。
だ
が
、

時
す
で
に
逆
ら
い
が
た
く
、
結
局
こ
れ
を
受
諾
し
た
の
で
あ
る
．

　
こ
こ
で
薄
儀
の
側
近
で
、
薄
儀
の
満
洲
行
き
に
最
も
影
響
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
鄭
孝
脊
の
考
え
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
鄭
孝
胃
は
元
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

朝
高
官
で
詩
や
書
で
も
一
流
の
文
人
で
あ
っ
た
。
鄭
は
辛
亥
革
命
以
降
も
清
王
朝
に
忠
誠
心
を
持
ち
つ
づ
け
、
あ
ら
ゆ
る
官
界
復
帰
の
要

請
を
断
わ
っ
て
い
た
が
、
一
九
二
三
年
故
宮
に
入
り
復
辟
に
対
す
る
熱
意
を
簿
儀
に
認
め
ら
れ
る
。
簿
儀
が
天
津
に
移
っ
た
頃
か
ら
、
鄭

は
列
強
に
よ
る
共
同
管
理
の
も
と
に
復
辟
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
構
想
を
示
し
始
め
た
。
鄭
の
構
想
の
要
点
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
大

清
は
共
和
の
前
に
滅
び
た
が
、
共
和
制
も
行
き
づ
ま
り
、
い
ず
れ
共
産
制
に
な
る
。
し
か
し
、
共
産
制
も
ま
た
行
き
づ
ま
り
、
結
局
列
強

の
共
同
管
理
と
な
る
時
が
来
る
。
中
国
が
分
裂
状
態
に
な
る
そ
の
時
、
列
強
の
中
か
ら
共
同
の
主
が
出
て
来
る
が
、
そ
こ
に
復
辟
の
機
が

　
（
9
）

訪
れ
る
。
こ
う
考
え
た
鄭
は
、
積
極
的
に
外
国
人
と
会
い
、
復
辟
に
支
援
を
仰
ぐ
路
を
探
る
が
、
そ
こ
で
日
本
の
軍
と
黒
龍
会
の
力
を
認

識
し
、
期
待
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
鄭
孝
晋
が
、
満
洲
事
変
を
復
辟
実
現
の
一
段
階
と
と

ら
え
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
彼
は
さ
っ
そ
く
、
東
三
省
と
内
蒙
古
を
独
立
国
と
す
る
よ
う
提
議
し
、
ま
た
日
本
に
請
願
書
を
提

出
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
簿
儀
の
名
前
で
陸
相
南
次
郎
と
黒
龍
会
の
頭
山
満
に
手
紙
を
出
し
、
清
朝
は
政
権
を
漢
民
族
に
譲
っ

た
が
、
こ
れ
以
上
の
混
乱
は
望
む
所
で
は
な
く
、
今
、
東
亜
の
強
固
を
は
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
日
中
両
国
の
提
携
に
頼
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
鄭
は
一
九
三
一
年
一
一
月
薄
儀
に
同
行
し
天
津
か
ら
旅
順
に
移
っ
た
。
そ
し
て
博
儀
の
満
洲
行
き
の
際
、
関

東
軍
と
の
間
を
と
り
も
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
満
洲
国
の
国
務
総
理
と
な
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
淳
儀
・
鄭
孝
膏
は
清
朝
の
元
皇
帝
と
そ
の
側
近
で
あ
り
、
清
朝
に
最
も
近
い
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
満
洲
行
き
は
復
辟

を
軸
に
展
開
し
た
。
特
に
鄭
孝
青
に
は
独
自
の
復
辟
構
想
が
あ
り
、
満
洲
事
変
を
そ
の
一
段
階
と
考
え
、
満
洲
国
建
国
に
積
極
的
に
参
画

し
た
。
次
章
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
ケ
1
ス
は
そ
う
多
く
は
な
い
が
、
満
洲
国
参
加
に
積
極
的
か
つ
能
動
的
動
機
を
見
い
だ
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す
場
合
が
多
か
っ
た
。
だ
が
皮
肉
に
も
、

音
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）良

の
昭
和
史
最
後
の
証
言
』
、

（
5
）

（
6
）

　
一
九
八
一
年
、

（
7
）淳

良
・
丸
山
昇
訳

（
8
）

　
『
民
国
人
物
伝
』

　冊、

（
9
）官

廷
雑
憶
』
、

　
一
九
八
四
年
、

（
10
）

鄭
孝
脊
は
独
自
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
後
次
第
に
関
東
軍
と
の
間
に
不
協
和

片
倉
衷
「
満
洲
事
変
機
密
政
略
日
誌
」
（
『
現
代
史
資
料
・
7
・
満
洲
事
変
』
．
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
所
収
）
一
八
九
頁
。

同
上
、
“
八
七
頁
。

花
谷
正
「
満
洲
事
変
は
こ
う
し
て
計
画
さ
れ
た
」
（
『
別
冊
知
性
・
5
・
特
集
・
秘
め
ら
れ
た
昭
和
史
』
一
九
五
六
年
一
二
月
号
所
収
）
四
九
頁
。

N
H
K
総
合
テ
レ
ビ
「
張
学
良
ー
私
の
中
国
・
私
の
日
本
」
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
〇
日
放
送
、
ま
た
N
H
K
取
材
班
・
臼
井
勝
美
『
張
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
、
七
九
ー
八
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

花
谷
・
前
掲
「
満
洲
事
変
は
こ
う
し
て
計
画
さ
れ
た
」
、
四
八
－
五
〇
頁
．

満
洲
と
日
本
人
編
集
委
員
会
編
、
国
際
善
隣
協
会
監
修
『
満
洲
現
代
史
資
料
・
1
ー
第
一
回
・
第
二
回
・
第
三
回
建
国
座
談
会
』
、
大
湊
書
房
、

　
　
　
　
五
五
頁
．

愛
新
覚
羅
博
儀
『
我
的
前
半
生
』
、
群
衆
出
版
社
、
北
京
、
一
九
六
四
年
、
二
六
五
－
二
八
七
頁
（
邦
訳
・
小
野
忍
・
野
原
四
郎
監
修
、
新
島

　
　
　
　
　
『
わ
が
半
生
』
上
巻
、
株
式
会
社
大
安
、
一
九
六
五
年
、
二
四
七
－
二
六
八
頁
）
．

鄭
孝
胃
に
つ
い
て
は
、
葉
参
他
編
『
鄭
孝
得
傳
』
、
日
満
文
化
協
会
、
新
京
、
一
九
三
八
年
、
陳
貞
寿
「
鄭
孝
膏
」
（
中
国
社
会
科
学
研
究
所
編

　
　
　
　
第
四
巻
、
中
華
書
局
出
版
、
北
京
、
一
九
八
四
年
所
収
）
、
關
志
昌
「
鄭
孝
晋
」
（
傳
記
文
學
雑
誌
社
編
『
民
國
人
物
小
傳
』
第
三

台
北
、
傳
記
文
學
出
版
社
、
一
九
八
○
年
所
収
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

陳
貞
寿
・
前
掲
「
鄭
孝
骨
」
、
一
五
一
頁
、
前
掲
『
我
的
前
半
生
』
、
二
四
三
－
二
四
八
頁
（
邦
訳
、
二
二
七
－
二
三
二
頁
）
、
周
適
君
『
偽
満

　
　
　
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
四
五
－
四
六
頁
（
邦
訳
・
鄭
然
権
訳
『
悲
劇
の
皇
帝
薄
儀
ー
偽
満
洲
国
官
廷
秘
史
』
、
恒
文
社
，

　
　
　
　
九
〇
頁
）
。

前
掲
『
我
的
前
半
生
』
、
二
六
五
頁
、
二
七
六
－
二
七
七
頁
（
邦
訳
、
二
四
七
頁
、
二
五
八
頁
）
。

三
　
満
洲
事
変
前
後
の
中
国
人
官
吏

（
1
）
　
奉
天
（
遼
寧
省
）
地
方
維
持
委
員
会

三
一
年
九
月
満
洲
事
変
勃
発
直
後
か
ら
、
関
東
軍
は
有
力
中
国
人
の
取
り
込
み
工
作
を
開
始
し
た
．

　
　
（
1
）

遼
寧
省
で
は
政
府
主
席
で
あ
っ
た
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減
式
毅
ら
を
事
変
翌
日
の
一
九
日
よ
り
、
自
宅
か
ら
連
れ
だ
し
軟
禁
状
態
に
お
い
た
。
関
東
軍
は
九
月
一
二
日
に
は
、
奉
天
市
臨
時
市
長

に
奉
天
特
務
機
関
長
で
あ
っ
た
土
肥
原
賢
二
大
佐
を
任
命
し
、
翌
日
薄
儀
ら
を
軍
の
保
護
下
に
お
く
よ
う
報
を
入
れ
、
そ
の
一
方
で
、
張

景
恵
、
煕
恰
、
張
海
鵬
、
干
企
山
な
ど
後
に
満
洲
国
の
重
臣
と
な
る
者
に
連
絡
を
と
っ
た
。
九
月
二
四
日
「
比
較
的
親
日
的
ナ
ル
在
奉
有

　
　
（
2
）

力
支
那
人
」
数
名
に
よ
る
奉
天
地
方
自
治
維
持
会
を
設
立
、
二
六
日
に
は
こ
れ
を
遼
寧
省
地
方
維
持
委
員
会
に
改
組
、
省
政
府
の
機
能
を

代
行
さ
せ
、
独
立
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
同
委
員
会
は
目
標
と
し
て
、
武
断
政
治
の
排
除
と
遼
寧
省
の
独
立
、
次
い
で
東
三
省
の
独
立
宣

布
を
掲
げ
た
。
地
方
維
持
委
員
会
の
委
員
長
に
は
大
物
官
吏
で
あ
っ
た
夏
金
凱
が
、
ま
た
副
委
員
長
に
は
干
沖
漢
、
闘
朝
璽
、
委
員
に
は

李
友
蘭
、
張
成
箕
、
丁
鑑
修
、
孫
祖
昌
、
金
梁
、
修
兆
元
ら
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
こ
の
う
ち
李
、
孫
、
修
の
三
名
は
ま
も
な
く
辞
任
し
、

代
わ
っ
て
有
力
官
吏
の
翁
恩
裕
・
高
統
衡
、
事
変
前
後
に
積
極
的
に
動
い
て
い
た
趙
欣
伯
が
委
員
に
加
わ
る
。

　
こ
の
地
方
維
持
委
員
会
は
事
変
直
後
に
関
東
軍
が
最
も
期
待
を
か
け
た
中
国
人
の
組
織
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
入
っ
た
中
国

人
の
経
歴
と
満
洲
国
に
お
け
る
ポ
ス
ト
を
示
し
た
の
が
第
1
表
で
あ
る
．
以
下
で
は
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
経
歴
の
分
析
を
試
み
る
。

　
一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
年
齢
が
五
〇
か
ら
六
〇
歳
代
と
高
く
、
立
派
な
政
治
歴
を
持
つ
有
力
者
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
か
し
、
張
学
良
時
代
、
必
ず
し
も
恵
ま
れ
た
環
境
に
な
か
っ
た
者
が
多
い
。
た
と
え
ば
委
員
長
と
な
っ
た
衰
金
凱
の
場
合
は
、
王
永
江

の
流
れ
を
汲
み
、
学
良
時
代
に
は
敬
遠
さ
れ
た
「
文
治
派
」
の
大
物
で
あ
っ
た
。
衷
は
か
つ
て
奉
天
地
方
官
界
で
同
郷
や
縁
故
者
を
も
と

に
「
遼
陽
派
」
と
い
わ
れ
る
派
閥
を
築
き
力
を
ふ
る
う
が
、
張
作
罧
と
は
合
わ
ず
こ
の
後
不
遇
な
時
を
過
ご
し
た
。
張
作
霧
死
後
、
東
三

省
保
安
委
員
会
副
会
長
と
な
り
、
易
幟
反
対
、
保
境
安
民
を
主
張
、
易
幟
後
は
東
北
政
務
委
員
会
委
員
・
東
北
辺
防
軍
司
令
官
公
署
参
議

と
な
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
政
治
生
命
を
終
え
た
印
象
が
強
く
、
満
洲
事
変
前
に
は
国
民
政
府
監
察
委
員
兼
通
誌
館
副
館
長
と
し
て
文
筆

に
い
そ
し
む
日
々
で
あ
っ
た
と
い
う
。
地
方
維
持
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
遼
陽
出
身
の
者
が
多
い
の
は
右
の
「
遼
陽
派
」
の
存
在
と
無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
。
遼
陽
で
は
従
来
よ
り
自
治
運
動
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
土
地
の
有
力
者
が
「
自
治
期
成
会
」
を
組
織
し
て
い
る
が
、
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

金
凱
は
そ
の
会
長
を
務
め
た
こ
と
が
あ
る
。
や
は
り
地
方
維
持
委
員
会
委
員
で
あ
る
張
成
箕
も
こ
の
「
自
治
期
成
会
」
の
会
員
で
あ
っ
た
。
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満洲事変と中国人

第1表奉天（遼寧省）地方維持委員会メンバー

生隼 出　身 学　　歴／前　　歴／派 満洲事変・満洲国建国後のポスト

哀　金　凱 1870 奉天省 科挙く歳貢生〉／奉天諮議局副議長、臨時 奉天省政府最高顧問、

（委員長） 遼陽県 参政院参政、東北保安委員会副委員長、 建国後参議府参議
漢軍旗人 東北政務委員会委員兼東北辺防軍司令長

官公署参議、国民政府監察委員、奉天通

志館副館長／文治派

干　沖　漢 1871 奉天省 科挙〈秀才〉、留日（2）／東京外国語学校講 自治指導部部長、

（副委員長） 遼陽県 師、奉天交渉局随弁、北京政府外交部特 建国後監察院院長

派奉天交渉員、東三省官銀号総弁、第2

次斬雲鵬内閣国務院参議、東省特別区行

政長官、東支鉄道督弁、東三省保安総司

令部参議、日中合弁遼陽電燈公司総弁、

事変時病気療養中／文治派

悶　朝　璽 1885 奉天省 奉天陸軍講武堂（3）／熱河都統、奉天軍総 奉天四民維持会会長、

（副委員長） 盤山県 執法処長、張作森死後下野／武断派 建国後大連に隠居

李友蘭ホω 奉天省 奉天高等師範学校／奉天省議会議長、東

法庫県 三省官銀号総弁、奉天省長公署参議、安

東市政簿備処長、安東海関監督

張　成　箕 1876 奉天省 遼陽県地方自治研究所／奉天省議会議員、

遼陽県 同議長、国民代表会議議員、遼陽教育局

長、東北辺防軍長官公署顧間、遼北荒野

局総弁

丁　鑑修 1876 奉天省 科挙〈挙人〉、留日〈早大専門部〉／奉天省 東北交通委員会委員長・

蓋平県 長公署諮議、日中合弁弓長嶺鉄鉱公司総 藩海鉄路維持会長、

弁、東三省交渉総署顧間 建国後交通部総長

孫祖昌＊ 1886 奉天省 京師大学堂／奉天省立高等商業学長、吉

遼陽県 林軍民両署参議、奉天紡紗廠長、国民政

府内政部司長／劉尚清系、孫其昌の弟

金　　　梁 1878 奉天省 科挙く進士〉／奉天省政務庁長、蒙古副都 建国後奉天博物館長

満洲正 統総管

白旗人

柊兆元＊ 1882 奉天省 科挙〈挙人〉、奉天高等師範学校／奉天臨

撫順県 時省議会議員、同議長、日中合弁鴨緑江
漢軍旗人 採木公司理事長、外交部特派交渉員、遼

藩道ヂ、東北辺防軍司令長官公署顧問／

王永江系文治派、張作森系、湯玉麟系
曹　　　　　　，　”　一　甲　一　甲　曹　一　一　 冒　o　曹　一　曹　■　・　曹　一　〇　一 ロ　ー　甲　P　－　o　岬　，　一　9

趙　欣　伯 1887 河北省 留日く明治大学＞法博／北京外交部条約改 奉天市長兼高等法院長、

宛平県 訂委員会委員、東北法学研究会長 建国後立法院院長

翁　恩　裕 1875 奉天省 衆議院議員、遼陽税絹局長、奉天硝碩総 事変後遼寧省財政庁長

本漢県 局局長／王永江系文治派

高　銃　衡 1877 奉天省 科挙〈貢生〉／奉天省財政庁徴椎科長兼統 事変後遼寧省実業庁長

遼陽県 計科長、王永江が財政庁長の時財政総務
事務代理、東三省官銀号総稽核／王永江系

1注1）率は下3名と代わる。（注2）「留日」は日本留学。（注3）奉天講武堂は1922年に改組し東三省陸軍講

武堂となる。ここではその名称を奉天陸軍講武堂で統一した。

1資料）三章・注3にあげた文献の他、『奉天通志』（洋装本）第3冊、第4冊、古旧書店、1983年、『‘商蒙政

況関係雑纂・官吏任免関係』（外務省外交史料館文書）によった。
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（
5
）

こ
の
張
も
一
九
二
八
年
の
易
幟
後
は
閑
地
に
と
ば
さ
れ
て
お
り
．
学
良
時
代
は
不
遇
で
あ
っ
た
．
衰
金
凱
と
と
も
に
奉
天
文
治
派
の
双
壁

と
さ
れ
た
子
沖
漢
も
遼
陽
出
身
の
有
力
官
僚
で
あ
っ
た
。
子
の
場
合
は
日
本
語
に
堪
能
で
日
中
関
係
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
で
も
名
が
知

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
反
日
政
策
を
と
る
張
学
良
か
ら
煙
た
が
ら
れ
、
病
を
理
由
に
故
郷
に
帰
り
、
閑
居
し
て
い
た
。
や
は
り
人
脈
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

面
で
張
学
良
と
の
関
係
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
者
に
、
李
友
蘭
が
い
る
。
李
は
張
学
良
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
楊
宇
窪
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

郷
で
楊
系
と
さ
れ
、
楊
の
生
前
は
有
力
視
さ
れ
て
い
た
。
楊
暗
殺
後
は
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
丁
鑑
修
も
学
良
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
「
新
派
の
連
中
か
ら
は
寧
ろ
軽
侮
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
状
態
に
不
満
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
李
と
同
窓

の
修
兆
元
は
王
永
江
系
文
治
派
官
吏
と
さ
れ
、
こ
の
線
か
ら
委
員
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
修
は
張
作
霧
系
で
学
良
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

個
人
的
関
係
が
あ
る
と
か
、
湯
玉
麟
系
で
あ
る
と
い
う
情
報
も
あ
り
、
人
脈
の
面
か
ら
そ
の
立
場
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
閾
朝
璽
は
「
武
断
派
」
と
し
て
知
ら
れ
る
旧
式
武
官
で
あ
る
。
文
治
派
で
は
な
い
が
張
学
良
時
代
に
不
遇
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
共
通

項
を
持
つ
。
闘
朝
璽
は
も
と
も
と
張
作
縣
側
近
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
郭
松
齢
事
件
の
際
張
作
蝶
に
対
し
背
反
の
う
わ
さ
が
流
れ
辞
職
、

ほ
ど
な
く
張
と
関
係
を
も
ど
し
、
奉
天
軍
総
執
法
処
長
と
な
っ
た
．
張
作
霧
暗
殺
後
再
び
職
を
辞
し
て
大
連
に
閑
居
し
て
い
た
。
事
変
後

野
心
満
々
の
閾
朝
璽
は
、
日
本
軍
部
の
了
解
の
も
と
に
奉
天
地
方
維
持
委
員
会
を
基
礎
と
し
て
東
北
四
省
及
び
内
外
蒙
古
を
含
む
独
立
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

和
国
を
建
設
し
「
中
華
共
和
国
」
と
す
る
と
い
う
案
を
提
唱
す
る
が
こ
れ
は
日
本
側
の
了
解
を
得
ら
れ
ず
挫
折
す
る
。
こ
の
よ
う
な
閾
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

璽
の
積
極
的
動
き
に
対
し
夏
金
凱
は
こ
れ
を
牽
制
す
る
言
動
に
出
て
、
閾
と
の
間
の
反
目
が
明
ら
か
と
な
っ
て
ゆ
く
。
閾
は
地
方
維
持
委

員
会
と
は
別
に
有
識
有
産
階
級
を
集
め
時
局
解
決
方
策
を
討
論
す
る
会
の
中
心
と
な
り
、
九
月
二
六
日
に
は
こ
れ
が
遼
寧
四
民
臨
時
維
持

会
に
改
組
さ
れ
た
．
遼
寧
四
民
臨
時
維
持
会
と
遼
寧
省
地
方
維
持
委
員
会
は
九
月
二
八
日
合
同
で
遼
寧
省
独
立
政
府
樹
立
の
決
意
を
示
す

宣
言
を
出
し
た
。

　
一
方
、
清
朝
と
の
距
離
、
日
本
と
の
距
離
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
清
朝
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
元
清
朝
の
官

吏
で
あ
っ
た
．
科
挙
試
験
合
格
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
三
名
、
学
校
試
を
含
め
る
と
六
名
い
る
。
ま
た
旗
人
が
三
名
い
る
。
こ
の
う
ち
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金
梁
は
満
洲
旗
人
で
あ
り
清
朝
と
の
距
離
は
き
わ
め
て
近
い
。
衰
金
凱
、
修
兆
元
は
「
漢
軍
旗
人
」
の
出
身
で
あ
っ
た
。
少
数
民
族
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
満
洲
族
の
王
朝
で
あ
っ
た
清
朝
は
、
在
地
有
力
者
を
「
旗
人
」
と
し
て
特
別
な
保
護
を
与
え
、
彼
ら
を
通
じ
て
地
方
の
統
治
を
図
っ
た
。

漢
軍
旗
人
の
出
身
者
は
そ
れ
以
外
の
漢
人
と
比
べ
て
清
朝
に
ょ
り
近
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
次
に
日
本
と
の
距
離
で
あ
る
が
．
結
成
当

初
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
二
人
が
日
本
留
学
を
経
験
し
て
お
り
、
途
中
か
ら
メ
ン
パ
；
に
加
わ
る
趙
欣
伯
も
日
本
留
学
経
験
者
で
あ
る
。
な

か
で
も
子
神
漢
は
「
親
日
派
の
巨
頭
」
と
目
さ
れ
た
人
物
で
、
東
北
と
日
本
と
の
関
係
の
調
整
に
活
躍
し
て
い
た
。
修
兆
元
も
丁
鑑
修
も

職
歴
に
日
中
合
弁
企
業
の
職
が
入
っ
て
お
り
、
日
本
と
の
関
係
は
近
か
っ
た
．
李
友
蘭
も
早
く
か
ら
親
日
的
で
あ
る
こ
と
が
日
本
側
に
報

　
　
　
　
（
1
3
）

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
反
日
政
策
を
と
る
張
学
良
と
の
関
係
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
最
後
に
東
北
以
外
の
中
国
と
の
距
離
を
考
察
す
る
。
メ
ン
バ
ー
は
趙
欣
伯
を
除
い
て
全
員
奉
天
省
出
身
で
、
学
歴
や
職
歴
も
ほ
と
ん
ど

東
北
に
あ
る
。
衰
金
凱
・
子
沖
漢
の
よ
う
な
大
物
は
中
央
に
関
係
す
る
職
歴
を
若
干
持
っ
て
い
る
が
基
本
は
東
北
で
あ
り
、
し
か
も
自
治

運
動
を
行
っ
た
り
、
「
保
境
安
民
」
を
主
張
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
特
異
な
の
は
趙
欣
伯
で
あ
る
。
趙
は
一
九
一
二
年
天
津
か
ら

大
連
に
き
て
金
子
雪
斎
の
も
と
に
身
を
よ
せ
、
日
本
に
留
学
し
陸
軍
大
学
で
中
国
語
を
教
え
て
い
た
経
験
を
持
つ
。
法
学
博
士
の
学
位
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

得
た
趙
は
、
張
作
罧
の
法
律
顧
問
と
な
り
張
作
森
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
が
、
張
学
良
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
た
と
い
う
。
満
洲
事
変
後
は
日
本

軍
に
き
わ
め
て
協
力
的
で
、
奉
天
市
長
兼
高
等
法
院
長
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
趙
の
場
合
、
若
い
時
に
東
北
に
来
て
お
り
関
内
出
身
と
は
い
え

関
内
の
職
歴
が
少
な
く
、
さ
り
と
て
東
北
で
の
基
盤
も
弱
く
、
学
良
に
は
敬
遠
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
り
満
洲
事
変
を
自
ら
の
状
況
の

打
開
の
糸
口
と
と
ら
え
、
積
極
的
協
力
姿
勢
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
趙
の
場
合
む
し
ろ
東
北
土
着
派
で
な
か
っ
た
こ
と

が
満
洲
国
参
加
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
，
奉
天
地
方
自
治
維
持
会
は
、
張
学
良
と
の
距
離
が
遠
く
、
清
朝
、
日
本
と
の
距
離
は
相
対
的
に
近
い
者
を
中
心
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
多
く
は
地
元
の
有
力
者
で
は
あ
る
が
当
時
の
東
北
で
は
政
治
力
は
す
で
に
峠
を
越
し
た
「
過
去

の
大
物
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
材
に
つ
い
て
関
東
軍
は
事
変
前
か
ら
あ
る
程
度
の
目
輪
見
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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有
力
官
吏
に
関
し
て
は
張
学
良
と
の
関
係
が
ど
う
で
あ
る
か
、
親
日
的
で
あ
る
か
否
か
、
現
状
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
か
、
独
立
の
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
あ
る
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
、
事
変
以
前
か
ら
細
か
く
報
告
さ
れ
て
い
た
．
と
り
わ
け
真
金
凱
・
干
沖
漢
な
ど
の
地
元
有
力
者
で
は

あ
る
が
す
で
に
政
治
生
命
を
終
え
た
隠
居
の
身
の
者
を
ひ
き
ず
り
だ
し
た
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
彼
ら
は
政
治
的
に
は
不
遇

で
あ
っ
た
も
の
の
満
洲
の
地
主
支
配
層
と
し
て
暗
然
と
し
た
力
を
持
ち
、
地
元
に
お
け
る
影
響
力
は
無
視
で
ぎ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
関

東
軍
と
し
て
は
彼
ら
地
元
有
力
者
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
地
中
国
社
会
を
取
り
込
み
、
東
北
独
立
を
す
み
や
か
に
実
行
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
と
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
「
保
境
安
民
」
の
主
張
は
東
北
を
関
内
か
ら
引
き
離
そ
う
と
考
え
て
い
た
関
東
軍
に
は
都
合
の
よ

い
も
の
で
あ
っ
た
。
委
員
長
の
哀
金
凱
は
事
変
後
も
中
国
の
内
紛
に
引
ぎ
込
ま
れ
る
こ
と
は
東
北
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
国
民
政
府

と
分
離
し
て
民
政
を
行
な
う
べ
し
と
の
従
来
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
だ
が
、
衰
自
身
が
中
心
と
な
っ
て
こ
れ
を
実
行
す
る
気
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

く
、
そ
の
適
任
者
は
張
学
良
が
一
番
で
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
張
作
相
、
減
式
毅
が
良
い
と
政
治
的
力
を
持
つ
人
材
を
挙
げ
て
い
た
。
関
東

軍
は
思
惑
ど
お
り
に
動
か
な
い
嚢
に
不
信
感
を
抱
き
、
嚢
と
関
東
軍
は
次
第
に
不
協
和
音
を
奏
で
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
軍
の
圧
力
に
よ
り
一
一
月
七
日
付
で
衰
金
凱
、
干
沖
漢
、
張
成
箕
、
丁
鑑
修
、
翁
恩
裕
、
高
統
衡
の
連
名
で
遼
寧
省
政
権
を
代
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

宣
言
が
出
さ
れ
、
「
張
氏
ノ
旧
政
権
及
国
民
政
府
ト
ハ
均
シ
ク
関
係
ヲ
断
絶
セ
サ
ル
能
ハ
ス
」
と
布
告
し
た
。
遼
寧
省
で
は
一
一
月
半
ば

に
税
制
が
改
正
さ
れ
、
＝
月
二
〇
日
に
呼
称
を
奉
天
省
と
改
め
、
実
質
的
に
独
立
政
府
の
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
一
月
一

〇
日
子
沖
漢
を
部
長
と
す
る
自
治
指
導
部
が
設
置
さ
れ
、
県
レ
ベ
ル
で
の
工
作
が
開
始
さ
れ
た
。
一
二
月
一
五
日
奉
天
省
民
代
表
会
議
が

開
催
さ
れ
、
従
来
の
地
方
維
持
委
員
会
を
解
散
し
奉
天
省
政
府
を
組
織
、
減
式
毅
を
省
長
、
哀
金
凱
を
省
政
府
最
高
顧
問
と
す
る
こ
と
が

決
議
さ
れ
た
。
翌
一
六
日
藏
式
毅
は
正
式
に
省
政
府
を
組
織
し
、
地
方
維
持
委
員
会
は
解
散
し
た
．
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（
2
）
　
各
省
政
府
委
員

満
洲
事
変
前
後
の
有
力
官
吏
の
動
向
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
こ
で
は
事
変
前
の
一
九
一
三
年
一
月
当
時
に
省
政
府
委
員
と
な
っ
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て
い
た
者
を
中
心
と
し
て
動
向
を
追
う
。
後
で
も
強
調
す
る
が
、
当
時
の
中
国
の
行
政
は
省
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
高
位
の
官
吏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

人
脈
も
省
単
位
で
分
析
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
各
省
政
府
委
員
堅
三
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た
『
東
北
年
鑑
』
に
よ
っ

た
。　

第
2
表
些
三
年
一
月
当
時
の
遼
寧
省
の
政
府
委
員
の
経
歴
と
満
洲
事
変
後
の
動
向
を
示
し
た
。
こ
の
う
ち
は
っ
き
り
満
洲
国
に
参
加

し
た
と
わ
か
る
者
は
、
減
式
毅
、
金
統
獄
、
邪
土
廉
の
三
名
で
あ
る
。
前
二
者
は
事
変
直
後
よ
り
軟
禁
状
態
に
置
か
れ
、
そ
の
ま
ま
満
洲

国
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
省
政
府
主
席
の
麟
式
毅
の
場
合
、
お
よ
そ
三
ケ
月
間
軟
禁
状
態
に
お
か
れ
た
末
、
東
三
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

政
権
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
等
を
約
束
す
る
こ
と
を
関
東
軍
か
ら
強
要
さ
れ
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
名
中
減
と
邪
は
い
ず

れ
も
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
出
身
で
、
特
に
臓
は
「
親
日
」
的
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
強
烈
な
反
日
政
策
を
と
る
張
学
良
と
の
関
係
が
難

し
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
減
式
毅
は
、
張
学
良
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
楊
宇
窪
の
側
近
と
見
ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
楊
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

露
暗
殺
の
際
に
は
張
学
良
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た
と
の
う
わ
さ
が
出
た
。
こ
の
時
減
は
か
え
っ
て
奉
天
兵
工
廠
督
弁
に
栄
転
し
た
の
で
あ
る

が
、
人
脈
か
ら
見
た
減
の
政
治
的
立
場
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
邪
士
廉
は
事
変
時
満
洲
を
離
れ
て
い
た
が
、
日
本
留
学
の
同
期
生
で
あ
る
煕

治
か
ら
帰
還
の
勧
告
が
あ
り
三
二
年
三
月
初
旬
満
洲
に
帰
る
。
以
前
か
ら
張
学
良
が
「
旧
派
」
を
冷
遇
し
て
い
る
こ
と
に
憤
慨
し
前
途
を

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

悲
観
し
て
い
た
邪
は
、
満
洲
国
に
参
加
し
た
。

　
一
方
満
洲
国
に
参
加
せ
ず
満
洲
を
去
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
者
は
劉
鶴
齢
、
張
振
鷺
、
高
紀
毅
、
陳
文
學
、
彰
済
華
．
高
維
嶽
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
劉
鶴
齢
、
張
振
鷺
、
高
紀
毅
、
陳
文
學
は
張
学
良
系
と
さ
れ
て
い
た
委
員
で
あ
る
。
特
に
前
三
者
は
学
良
側
近
と
見
ら
れ

て
い
た
．
劉
鶴
齢
は
滅
式
毅
、
金
銃
献
と
と
も
に
事
変
後
関
東
軍
に
よ
り
軟
禁
状
態
に
置
か
れ
た
が
、
軟
禁
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
北
平
に

去
っ
た
。
劉
は
日
中
合
弁
の
鴨
緑
江
採
木
公
司
督
弁
や
弓
長
嶺
公
司
鉄
磧
公
司
督
弁
に
も
就
い
て
お
り
日
本
に
関
係
す
る
職
歴
を
持
っ
て

い
る
が
、
張
学
良
の
後
を
追
っ
た
．
財
政
庁
長
張
振
鷺
は
事
変
勃
発
直
後
の
二
二
日
減
式
毅
か
ら
電
話
で
、
日
本
軍
が
張
振
鷺
を
逮
捕
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

よ
う
と
し
て
い
る
、
す
ぐ
に
北
平
に
赴
き
張
学
良
に
こ
の
情
勢
を
伝
え
よ
と
の
指
示
を
受
け
、
北
平
に
向
か
っ
た
。
張
は
日
本
側
に
「
親
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第2表　遼寧省政府委員一覧（1931年1月）

生年 出　身 学　　　歴 職　　歴／人　　脈 満洲事変後の動向

藏式毅 1884 奉天省 留日〈陸士〉 東三省保安総司令部参議、奉天 監禁、奉天省長、建

主　　席 遼陽県 兵工廠督弁 国後民政部総長

／楊宇窪

陳文學 1884 江蘇省 科挙〈附生〉 国務院秘書庁鷺弁、東三省保安 満洲事変後奉天を去

民政庁長 江寧県 司令部秘書、省長公署政務庁長、 る

’31年3月遼寧省国民会議代表

選挙総監督に転出／翌文選→張

学良

張振鷺 1896 奉天省 国立北京工業 東北保安総司令部副官処会計科 北平に赴く。東北駐

財政庁長 藩陽県 専門学校、北 科長、東三省官銀号督弁／張学 平政務委員会成立後

京陸軍軍需学 良 財政整理委員会執行

校 委員、河北省井隆磧

務局局長

呉家象 1891 奉天省 北京大学理学 国立束北大学総務長兼校長代理、 事変まで東北辺防軍

教育庁長 義　県 部 東北保安総司令部秘書、ワ31年 司令部長官公署秘書

4月教育庁長辞任（後任に金銃 長

蔽秘書長）／張学良

劉鶴齢 1898 奉天省 北京大学 鴨緑江採木公司督弁、弓長嶺鉄 監禁、北平に去る

実業庁長 海城県 磯公司督弁／張学良

彰濟華 1895 奉天省 留μ、＜パリ建 北京中法大学教授、奉天建設庁 北平。’36年華北水

農鑛庁長 鉄嶺県 築学校〉 長、繭簾島港務処長 利委員会委員長

高維嶽 1876 本天省 本天陸軍講武 東北辺防軍司令長官公署軍事参 南京。国民政府軍事

錦　県 堂 議官、国民政府軍事参議院常務 参議院長代理（張景

参議 恵未就任のため、
’31年末まで）

邪士廉 1885 奉天省 留日〈陸士〉 大元帥府侍従武官、奉天陸軍講 満洲国成立後吉林鉄

溶陽県 武堂教育長兼東北辺防軍司令長 道守備隊司令官

官公署顧問

高紀毅 1889 泰天省 奉天陸軍速成 奉天第27師副官長、奉天全省警 事変後天津に去る

遼陽県 学堂、束三省 務処長兼全省保甲総弁、束省特

陸軍測給学校、 別区地畝局長、東北交通委員会

交通部交通伝 副委員長兼北寧鉄路局長／張学

習所軍官班 良

王鏡裏 1882 本天省 奉天省政務庁長、溶海鉄路総弁

北鎮県 兼東北交通委員会委員、外交部

駐遼寧特派員／王永江

金銃骸 1888 奉天省 北京大学文科 奉天省議会秘書、束北政務委員 監禁、奉天省長公署

秘書長 遼陽県 会秘書、’31年4月遼寧省教育 参議、建国後奉天省

庁長に転出 公署参事官

（注）「留枢、」はフランス留学。

（資料）三章・江3にあけた文献の他、東北文化社年鑑発行虞編『東北年鑑』、東北文化社年鑑発行庭、

1931年、前掲『満蒙政況関係雑纂・官吏任免関係』による。
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（
2
4
）

米
排
日
」
的
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
。
高
紀
毅
は
張
学
良
の
信
頼
も
厚
く
、
政
府
委
員
の
ほ
か
、
東
北
交
通
委
員
会
副
委
員
長
兼
北
寧

鉄
路
局
長
と
し
て
交
通
委
員
会
の
全
権
を
握
っ
て
い
た
。
高
紀
毅
は
張
学
良
の
政
敵
で
あ
っ
た
楊
宇
震
な
ら
び
に
楊
と
結
び
東
北
交
通
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

員
会
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
常
蔭
塊
の
暗
殺
に
手
を
下
し
、
常
蔭
塊
な
き
あ
と
の
交
通
委
員
会
の
実
権
を
に
ぎ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
高
は

満
洲
事
変
後
天
津
に
去
っ
た
。
陳
文
學
は
江
蘇
省
出
身
で
清
末
よ
り
官
吏
で
あ
っ
た
が
、
官
職
は
東
北
地
方
を
中
心
に
歴
任
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

前
の
遼
寧
省
省
長
で
楊
宇
窪
に
連
な
る
雀
文
選
系
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
年
代
末
に
は
学
良
系
に
入
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
彰
済
峯
は
奉
天
省
鉄
嶺
県
の
出
身
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
経
験
を
持
つ
建
築
の
専
門
家
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
党
中
央
と
の
関

係
が
深
く
強
く
、
満
洲
国
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
高
維
嶽
は
一
九
一
三
年
に
は
関
内
に
お
り
、
奉
天
派
を
代
表
し
て
国
民
政
府
軍
事
参

議
官
と
し
て
国
民
政
府
に
入
っ
て
い
る
。
同
年
末
軍
事
参
議
院
長
の
代
理
に
も
な
っ
た
。

　
呉
家
象
、
王
鏡
簑
に
つ
い
て
は
満
洲
事
変
後
の
動
向
を
示
す
情
報
が
な
く
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
満
洲
国
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

呉
、
王
と
も
に
対
日
態
度
は
良
く
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
張
学
良
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
学
良
に
近
い
と
見
ら
れ
て
い
た
者
は
満
洲
国
に
参

加
し
て
い
な
い
。
逆
に
学
良
と
の
関
係
が
微
妙
で
あ
っ
た
り
、
学
良
に
は
っ
ぎ
り
と
し
た
不
満
を
も
っ
て
い
た
者
は
満
洲
国
に
参
加
し
た
。

次
に
日
本
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
日
本
留
学
経
験
者
は
満
洲
国
に
参
加
し
た
．
彼
ら
は
張
学
良
が
厳
し
い
反
日
政
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
学
良
と
の
関
係
が
難
し
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
排
日
的
」
と
報
告
さ
れ
て
い
た
張
振
鷺
、
劉
鶴
齢
、
呉
家
象
、
王
鏡

震
ら
は
満
洲
国
に
参
加
し
て
い
な
い
。
最
後
に
中
央
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
彰
済
璽
、
高
維
嶽
な
ど
中
央
に
な
ん
ら
か
の
基
盤
を
持
っ
て

い
た
者
は
満
洲
国
に
加
担
し
な
か
っ
た
。

　
次
に
三
一
年
一
月
当
時
の
吉
林
省
政
府
委
員
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
3
表
に
掲
げ
た
委
員
の
内
満
洲
国
に
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
者
は
煕
沿
．
栄
厚
、
孫
其
昌
、
馬
徳
恩
、
鍾
航
、
劉
鈎
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
積
極
的
対
応
を
と
っ
た
の
が
煕
沿
で
あ
っ
た
。

吉
林
省
は
こ
の
煕
治
を
中
心
と
し
て
四
省
中
最
も
早
く
国
民
政
府
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
満
洲
事
変
勃
発
時
、
省
政
府
主
席
の
張
作
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第3表　吉林省政府委員一覧（1931年1月）

生年 出　身 学　　　歴 職　　歴／人　　脈 満洲事変後の動向

張作相 1881 奉天省 私塾、奉天陸 東三省保安副司令、東省護路軍 事変時不在（在郷）、

主　　席 義　県 軍講武堂 総司令、東北辺防副司令長官、 後北平に。東北政務

国民政府首都建設委員会委員、 委員会委員、北平軍

国防司令、吉林大学校長、国民 事委員会理事

政府委員、中央政治会議委員

章啓梶 1883 江西省 科挙〈挙人〉 北京警察庁科長、延吉道ヂ兼延 賓県の反煕冶政権民

民政庁長 玉山県 吉海関監督交渉員、天図鉄路督 政庁長、煕冶より吉

弁、’31年3月吉林省国民会議 林省長官公署顧問に

代表選挙総監督に転出 任ぜられるが受けず

宋　　厚 1875 北京生 八放官学 東三省財政監理官、吉林省財政 吉林省長官公署高等

財政庁長 まれ 庁長兼永衡官銀号督弁 顧問、建国後満洲中

満洲鑛 央銀行継承資産審定

藍旗人 委員会委員、満洲中

央銀行総裁

王幸林 1868 吉林省 科挙〈挙人〉 吉林省政務庁長、江蘇巡按使署 賓県の反煕冶政権の

教育庁長 楡樹県 秘書、蘇常道労、外交部特派吉 教育庁長就任の情報
林交渉員、黒龍江省長公署秘書、 あ1）

’31年イ，｛教育庁長辞任（後任に

王世選）

孫其昌 1881 不天省 留日く東京高 遼陽師範学校校長、黒商巨江教育 吉林財政庁長兼’淋

建設庁長 遼陽県 等師範学校〉 庁長、吉林財政庁長兼永衡官銀 永衡官銀号督弁潜酒

号会弁、吉長道引兼北京政府外 事務局長、建国後財

交部特派吉林交渉員 政部次長

、馬徳恩 1877 古林省 1折江省長公署科長、同長興県知 賓県の反煕冶政権の

農破庁長 蟹陽県 事、奉天保安総司令部諮議、吉 実業庁長となるが後

林省長公署諮議、吉林永衡官銀 帰順、穆稜煤鉱公司

号総弁、吉林省実業庁長 督弁

誠　　允 1882 奉天省 奉天法政専門 奉天地方審判庁長、古林高等審 賓県に反煕冶の吉林

遼陽県 学校 判庁長、吉林省政務庁長／張作 省政府を樹立し省政
相 府主席代理

王之佑 1893 奉天省 奉天陸軍講武 吉林全省警務庁長兼省会警務庁 賓県政府の警察処長、

興城県 堂 長、全省公安管理処長／張作相 後投降し建国後軍政

部宣伝部長

鍾　　航 1875 奉天省 留日く東京警 呼蘭・龍江等県長、北京政府外 濱江市政簿備処長に

藩陽県 察学校、法政 交部黒龍江省特派交渉員、吉林 任ぜられるが受けず、

蒙古正 大学〉、科挙 全省警務処長兼省会警察庁長、 古林省公署高等顧問、

白旗人 く進士〉 外交部吉林特派交渉員 黒龍江省公署理事官

兼民政庁長
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煕　　沿 1884 奉天省 留日く陸士〉 東三省保安総司令部軍務局長、 吉林に新政府を樹立

藩陽県 吉林東北辺防軍副司令長官公署 し省長官となる。建

満洲正 参謀長兼吉林陸軍訓練総監 国後財政部総長・吉

藍旗人 林省長

劉　　鉤 1884 奉天省 北京軍需学校 黒龍江省督軍軍需課長、吉林永 建国後、奉天商業銀

黒山県 衡官銀号会弁、同銀総弁 行取締役

播鶉年 江蘇省 吉林省長官公署秘書

秘書長 長に任命されるが去

就不明

（資料）第2表に同じ。

相
は
父
の
喪
の
た
め
故
郷
の
錦
州
に
帰
っ
て
不
在
で
あ
り
、
東
北
辺
防
軍
副
司
令
長
官
公
署
参

謀
長
で
も
あ
っ
た
煕
治
が
実
権
を
握
っ
た
。
煕
治
は
満
洲
旗
人
で
清
王
室
の
出
身
で
あ
り
、
熱

心
な
復
辟
論
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
目
本
の
陸
軍
士
官
学
校
に
留
学
経
験
が
あ
り
、
陸
士
時
代
の

教
官
で
あ
っ
た
多
門
二
郎
師
団
長
が
吉
林
に
向
か
う
と
、
こ
れ
と
連
絡
を
と
り
つ
つ
不
抵
抗
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

策
を
堅
持
、
中
国
側
の
軍
隊
を
退
却
さ
せ
九
月
一
二
日
に
吉
林
に
日
本
軍
を
迎
え
入
れ
た
。
煕

治
は
同
日
緊
急
会
議
を
召
集
、
こ
の
件
を
協
議
し
た
。
席
上
、
省
政
府
委
員
の
誠
允
は
日
本
軍

を
吉
林
に
入
れ
る
こ
と
に
反
対
を
表
明
、
煕
治
が
こ
れ
に
同
意
せ
ず
誠
允
は
退
場
す
る
。
ま
た

省
政
府
秘
書
長
で
あ
っ
た
播
鴉
年
も
反
対
し
た
。
さ
ら
に
省
政
府
委
員
で
農
磯
庁
長
の
馬
徳
恩

も
日
本
軍
の
吉
林
入
城
に
は
反
対
し
、
煕
沿
に
よ
く
考
え
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
こ
の
時
賛
成

に
ま
わ
っ
た
の
は
、
省
政
府
委
員
で
建
設
庁
長
の
孫
其
目
『
吉
海
鉄
路
総
弁
李
銘
書
、
前
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

五
師
参
謀
長
郭
恩
林
ら
十
数
名
で
あ
っ
た
。

　
日
本
軍
が
吉
林
に
到
着
す
る
と
、
煕
沿
は
多
門
師
団
長
と
会
見
、
多
門
は
省
政
府
を
新
た
に

組
織
し
、
吉
林
の
独
立
宣
言
を
せ
よ
と
迫
る
。
こ
の
段
階
で
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
な
か
っ
た

煕
沿
は
即
答
を
避
け
た
が
、
銃
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
状
態
に
あ
り
、
結
局
多
門
の
提
案
に
応
ず

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
九
月
二
六
日
吉
林
省
政
府
は
組
織
を
改
編
し
、
煕
治
は
そ
の
長
官
に
お
さ
ま
り
、
九
月
二
八

日
吉
林
省
政
府
の
国
民
政
府
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
煕
沿
は
、
そ
の
一
方
で
遠
い
親
族
に

あ
た
る
博
儀
に
手
紙
を
書
き
、
満
洲
事
変
は
「
祖
国
発
祥
の
地
」
で
め
ぐ
っ
て
き
た
復
辞
の
機

会
で
あ
り
、
こ
れ
を
の
が
す
こ
と
な
く
日
本
人
の
支
持
の
も
と
に
ま
ず
満
洲
を
占
拠
し
、
そ
の
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（
3
1
）

後
関
内
を
ね
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
、
薄
儀
が
満
洲
に
来
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
満
洲
旗
人
で
清
王
室
の
縁
者
で
あ
る
煕
治
は
清
朝

に
き
わ
め
て
近
い
立
場
に
あ
っ
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
地
縁
の
面
で
も
心
情
的
に
満
洲
に
強
い
「
絆
」
を
持
っ
て
お
り
、
「
満
洲
独
立
」
を

支
持
す
る
動
機
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
煕
沿
は
同
時
に
日
本
留
学
経
験
者
で
日
本
軍
に
特
別
の
人
脈
も
あ
り
、
日
本
と
の
距
離
も
近
か

っ
た
。
さ
ら
に
、
煕
治
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
保
守
的
で
「
旧
派
」
に
近
く
、
学
良
を
中
心
と
す
る
「
新
派
」
と
は
異
な
り
、
「
旧
派
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
中
で
比
較
的
学
良
に
近
か
っ
た
張
作
相
と
の
折
り
合
い
も
悪
か
っ
た
と
い
う
。
要
す
る
に
煕
沿
は
幾
重
に
も
満
洲
国
参
加
を
選
択
す
る

要
素
を
持
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
し
か
し
吉
林
省
で
旗
人
を
中
心
と
し
て
「
満
蒙
独
立
運
動
」
が
起
ぎ
た
の
は
、
煕
治
個
人
の
積
極
性
の
み
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
．

も
と
も
と
吉
林
省
に
は
、
「
吉
林
モ
ン
・
1
主
義
」
と
い
わ
れ
た
反
東
北
政
権
的
な
気
風
が
あ
っ
た
。
吉
林
省
は
満
洲
民
族
の
発
祥
の
地

と
し
て
清
朝
が
長
く
漢
人
の
移
住
を
禁
じ
．
満
洲
旗
人
を
保
護
す
る
政
策
を
と
り
、
「
旗
人
の
天
下
」
と
さ
れ
た
。
乾
隆
時
代
以
降
は
漢

人
の
流
入
も
抑
え
が
た
く
、
漢
人
移
住
の
地
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
旧
態
然
と
し
た
政
治
的
気
風
に
は
独
特
の
も
の
が
あ

　
（
騒
）

っ
た
。
し
か
も
張
作
霧
が
東
北
の
実
権
を
握
っ
て
以
来
、
奉
天
派
が
吉
林
で
も
力
を
伸
ば
し
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
。
張
作
霧

は
自
己
の
基
盤
を
よ
り
強
固
に
す
る
た
め
に
、
奉
天
派
の
軍
人
を
吉
林
軍
に
配
し
、
吉
林
軍
の
奉
天
化
に
務
め
た
。
こ
れ
に
反
発
す
る
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

林
人
の
不
満
は
熾
烈
で
あ
り
、
つ
い
に
吉
林
省
の
独
立
の
動
き
に
ま
で
発
展
し
た
。
第
3
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
一
三
年
一
月
の
吉
林

省
政
府
委
員
は
一
二
人
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
吉
林
省
出
身
は
わ
ず
か
二
名
で
、
奉
天
派
と
見
ら
れ
る
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、
吉
林
対
奉
天
の
対
立
意
識
は
、
ま
た
、
吉
林
省
の
満
洲
事
変
後
の
抗
日
運
動
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
．
最
も
明
ら
か
に

抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
た
の
は
、
李
振
聲
等
の
賓
県
政
府
の
樹
立
の
動
き
で
あ
る
。
李
振
聲
は
奉
天
省
遼
陽
県
人
で
張
作
相
系
と
見
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ル
　
ビ
ソ

い
た
軍
人
で
あ
る
が
、
張
作
相
系
の
軍
人
を
中
心
と
し
て
反
煕
沿
を
明
ら
か
に
し
、
煕
沿
の
新
政
府
を
認
め
ず
、
自
ら
の
政
権
を
治
爾
濱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
（
後
に
賓
県
に
こ
れ
を
移
す
）
旗
揚
げ
し
た
の
で
あ
る
．
こ
れ
に
李
杜
、
丁
超
、
漏
占
海
も
参
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
皆
奉
天

省
出
身
で
あ
る
．
ま
た
、
誠
允
、
王
之
佑
等
吉
林
省
政
府
委
員
も
加
わ
る
が
、
こ
の
二
人
も
奉
天
省
出
身
で
張
作
相
系
の
有
力
官
吏
で
あ
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っ
た
。
賓
県
政
府
に
対
し
煕
沿
は
新
政
権
に
服
従
す
る
よ
う
迫
り
、
三
二
年
一
月
反
吉
林
軍
討
伐
の
た
め
大
軍
を
派
遣
、
反
吉
林
軍
の
形

勢
は
劣
勢
と
な
っ
て
い
っ
た
．
し
か
し
満
洲
国
政
府
樹
立
後
も
反
満
洲
国
側
の
抵
抗
は
続
い
た
。
三
二
年
七
月
国
民
政
府
は
丁
超
を
吉
林

省
政
府
代
理
に
、
李
杜
を
東
北
辺
防
軍
駐
吉
副
司
令
長
官
代
理
に
任
命
し
た
。
だ
が
反
満
洲
国
側
の
圧
倒
的
劣
勢
が
決
定
的
に
な
る
と
賓

県
政
府
旗
揚
げ
の
中
心
と
な
っ
た
李
振
聲
は
、
帰
順
し
満
洲
国
の
軍
政
部
に
入
っ
た
。
ま
た
王
之
佑
も
帰
順
、
満
洲
国
建
国
後
は
軍
政
部

宣
伝
部
長
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

　
と
こ
ろ
で
そ
の
他
の
省
政
府
委
員
で
あ
る
が
、
事
変
直
後
は
熈
沿
の
突
出
し
た
動
き
に
対
し
孫
其
昌
を
除
い
て
一
斉
に
反
発
し
た
。
し

か
し
栄
厚
、
鍾
鯨
、
劉
鈎
、
馬
徳
恩
ら
は
比
較
的
早
期
の
段
階
で
反
旗
を
降
ろ
し
満
洲
国
に
参
加
し
た
。
こ
の
う
ち
栄
厚
は
満
洲
旗
人
で

あ
り
最
も
清
朝
に
近
い
ひ
と
り
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
栄
厚
は
財
政
に
明
る
い
こ
と
か
ら
事
変
前
に
は
省
長
の
呼
び
声
が
高
く
、
張
作
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
は
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
当
初
反
熈
治
的
姿
勢
を
と
っ
た
も
の
の
、
吉
林
省
長
官
公
署
高
等
顧
問
と
し
て
執
政
就
任
式
に
い
ど
む
。

や
は
り
省
長
官
公
署
高
等
顧
間
と
な
っ
た
鍾
鮪
も
旗
人
で
あ
り
科
挙
の
進
士
を
通
っ
た
清
時
代
の
エ
リ
ー
ト
官
吏
で
あ
っ
た
な
ど
清
朝
に

近
い
要
素
を
持
つ
。
ま
た
、
煕
沿
の
他
、
孫
其
昌
、
鍾
統
と
日
本
留
学
経
験
者
は
全
員
満
洲
国
に
参
加
し
て
い
る
。
他
に
馬
徳
恩
が
賓
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）

政
府
の
実
業
庁
長
、
章
啓
椀
が
や
は
り
賓
県
政
府
の
民
政
庁
長
と
な
る
が
、
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
章
啓
椀
は
後
に
煕

沿
か
ら
吉
林
省
長
官
公
署
高
等
顧
問
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
受
け
ず
に
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
た
。
以
上
の
吉
林
省
政
府
委
員
の
分
析
か
ら
も
、

相
対
的
に
清
朝
と
の
距
離
が
近
く
、
日
本
と
の
距
離
が
近
い
者
が
満
洲
国
に
参
加
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
次
に
黒
龍
江
省
の
省
政
府
委
員
の
動
向
を
概
観
す
る
。
三
一
年
一
月
の
政
府
委
員
の
う
ち
満
洲
国
に
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

の
は
、
劉
廷
選
、
麗
作
屏
、
馬
景
桂
、
宋
文
郁
ら
で
あ
る
。
ま
た
高
家
駿
、
蜜
聯
芳
の
対
応
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
高
家
駿
は
一
九
三
〇
年

ホ
　
ロ
ン
パ
イ
ル

呼
倫
具
爾
市
政
簿
備
処
長
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
二
年
辞
任
し
た
。
寅
聯
芳
は
満
洲
国
成
立
後
黒
龍
江
省
警
務
庁
長
に
推
挙

さ
れ
た
が
こ
れ
を
断
わ
っ
た
。
高
、
寅
と
も
に
満
洲
国
に
協
力
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
か
と
い
っ
て
は
っ
き
り
抗
日
的
態
度
を
示
す
と
い
う

こ
と
も
な
か
っ
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
右
の
六
名
の
う
ち
、
劉
廷
選
．
魔
作
屏
、
馬
景
桂
、
高
家
駿
の
四
名
が
張
学
良
に
暗
殺
さ
れ
た
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第4表　黒龍江省政府委員一覧

生年 出　身 学　　　歴 職　　歴／人　　脈 満洲事変後の動向

萬福麟 1880 吉林省 東三省保安副司令、東北辺防軍 満洲事変時北平にい
主　　席 農安県 駐江副司令長官／張学良 る。北平緩靖公署総

参議、国民政府軍事

委員会分会委員

劉廷選 1883 古林省 奉天法政専門 河南禁煙総局会弁、緩遠道ヂ、 黒龍江全省清郷総局

民政庁長 伊通県 学校 ’31年3月黒龍江省国民会議代 副局長、建国後黒龍

表選挙総監督に転出／常蔭塊 江省公署民政庁長、

同公署参議

鹿作屏 1891 奉天省 北京法政大学 交通部参事、奉海鉄路局長／常 建国後黒龍江省公署
財政庁長 藩陽県 蔭塊 参議

高家験 1878 黒龍江 留日く法政大 黒龍江省選出参議院議員、憲法 ’32年呼倫具爾市政

教育庁長 者巴彦 学＞ 起草委員、黒龍江省実業庁長、 簿備処長を辞す
県 農磧庁長、建設庁長、呼倫貝爾

市政簿備処長／常蔭椀

播景武 1898 黒龍江 天津南開大学 国民会議代表、黒龍江省教育庁 国民党黒龍江省党指

建設庁長 省林旬 長、農磧庁長、’31年春建設庁 導委を辞す

県 長辞任、国民党党務指導委員と

なる（後任は許光曜）

馬景桂 1884 奉天省 挑安県議会議長、同県教育公所 建国後黒龍江省公署
農磧庁長 挑安県 長、黒龍江省長公署政務庁長兼 総務庁長、同公署参

警備隊会弁、同省政府委員兼民 議

政庁長／常蔭塊

蘇燗文 1891 奉天省 保定陸軍軍官 東北辺防軍駐江副司令官長官公 事変後傍観、一時反

新民県 学校 署参謀長兼黒龍江国防簿備処長、 日防衛戦に参加する

東支鉄路護路軍吟満司令兼東北 が帰順、建国後呼倫

陸軍第15旅長、黒龍江省防軍第 貝爾市政簿備処長と

2旅長／萬福麟 なるが再度反日に。

東北民衆救国軍総司

令となる

實聯芳 1874 奉天省 奉天陸軍講武 黒龍江全省公安管理局長、保甲 帰国後黒龍江省警務

藩陽県 堂 総弁、全省清郷局副局長、黒龍 庁長に挙げられるが

江警官学校長 受けず

宋文郁 1882 奉天省 奉天高等巡警 本天全省警務処長、黒龍江全省 事変後東省特別区長

台安県 学校 警務処長兼省会警務庁長、東省 官公署参議、北満特

特別区市政管理処長兼恰爾賓特 別区公署顧間

別市長／張学良

萬國賓 1903 吉林省 北京で修学 挑昂・斉克両鉄路工程局長、東 事変後東北独立の画

農安県 北交通委員会材料購弁委員会主 策、32年ソ連へ脱出、

萬福麟 任委員、鶴立尚炭坑総理、呼海 欧州へ

の子 鉄路公司協理／萬福麟
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満洲事変と中国人

陶経武 黒龍江省党務指導委員 事変前に天津で病
没？

衰慶恩 1880 黒龍江 清黒龍江巡防隊第1路統領、東

省疲琿 北地方保安委員会委員、奉天蒙

県 旗処長、東北辺防軍駐江副司令

長官公署顧問

王維城 奉天省 督軍秘書、黒龍江省政務庁長、

秘書長 同実業庁長／萬福麟

（資料）第2表に同じ。

前
省
長
の
常
蔭
椀
系
と
み
な
さ
れ
た
官
吏
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
麗
作
屏
と
馬
景
桂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

常
蔭
椀
と
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
張
学
良
と
現
省
長
・
萬
福
麟
の
下
で
は
苦
し
い
立
場
に
あ
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
満
洲
国
に
参
加
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
満
洲
国
側
か
ら
与
え
ら

れ
た
ポ
ス
ト
に
就
か
な
い
こ
と
で
抵
抗
す
る
こ
と
位
し
か
彼
ら
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
参
加
組
の
う
ち
、
劉
廷
選
は
事
変
後
張
学
良
か
ら
省
長
に
任
命
さ
れ
る
も
の
の
、
日
本
側
か
ら

は
認
め
ら
れ
ず
、
黒
龍
江
全
省
清
郷
局
副
長
と
し
て
治
安
対
策
に
あ
た
り
、
満
洲
国
建
国
後
黒
龍

江
省
公
署
民
政
庁
長
と
な
る
。
三
三
年
に
は
同
公
署
参
議
と
な
っ
た
。
鹿
作
屏
も
や
は
り
建
国
後

黒
龍
江
省
公
署
参
議
と
な
る
。
馬
景
桂
は
事
変
後
黒
龍
江
省
公
署
総
務
庁
長
と
な
り
、
三
二
年
夏

に
は
こ
れ
も
黒
龍
江
省
公
署
参
議
と
な
る
。
宋
文
郁
は
事
変
後
東
省
特
別
区
長
官
公
署
総
参
議
と

な
り
、
次
い
で
北
満
特
別
区
公
署
顧
問
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
を
見
る
限
り
、
彼
ら
は
確

か
に
満
洲
事
変
直
後
に
は
一
定
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
満
洲
国
建
国
後
は
い
ず

れ
も
実
権
の
な
い
「
参
議
」
や
「
顧
問
」
と
い
っ
た
職
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
関
東
軍
と
し

て
は
、
満
洲
事
変
直
後
に
は
、
現
地
有
力
者
を
建
国
工
作
に
組
み
込
み
新
国
家
建
国
を
果
た
し
、

建
国
後
は
逆
に
彼
ら
の
力
を
骨
抜
き
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
新
国
家
を
コ
ン
ト
・
ー
ル
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
（
4
1
）

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
針
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
他
の
人
事
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
黒
龍
江
省
の
省
政
府
委
員
の
分
折
か
ら
も
や
は
り
人
脈
上
張
学
良
と
の
関
係
が
難
し
い
立
場
に

あ
っ
た
者
が
満
洲
国
に
参
加
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
に
は
こ
の
よ
う
な
枠
組
み

の
み
で
は
説
明
が
困
難
な
対
応
を
と
っ
た
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
黒
龍
江
省
の
省
長
を
め
ぐ
る
動

き
や
、
省
政
府
委
員
の
蘇
柄
文
の
対
応
が
そ
う
で
あ
る
。
黒
龍
江
省
で
も
省
主
席
が
不
在
で
あ
り
、
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省
長
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
後
に
満
洲
国
の
総
長
と
な
る
馬
占
山
や
張
景
恵
の
間
で
確
執
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
事
変
当
時
黒
龍
江
省
の

省
主
席
萬
福
麟
は
北
平
に
あ
り
、
そ
の
息
子
で
省
政
府
委
員
で
あ
っ
た
萬
國
賓
が
代
理
を
し
て
い
た
。
事
変
勃
発
を
知
っ
た
張
学
良
は
、

劉
廷
選
を
主
席
に
、
賢
聯
芳
を
副
司
令
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
萬
國
賓
が
こ
れ
を
握
り
つ
ぶ
し
、
自
ら
こ
れ
を
担
お
う
と
し
た
。
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ル
ピ
ン

こ
れ
が
発
覚
、
萬
國
賓
は
沿
爾
賓
に
身
を
引
く
。
一
〇
月
張
学
良
は
改
め
て
黒
河
鎮
守
使
兼
警
備
司
令
官
で
あ
る
馬
占
山
を
省
主
席
兼
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
ビ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
チ
ハ
ル

三
省
辺
防
軍
副
司
令
に
任
命
し
た
。
馬
は
黒
河
か
ら
沿
爾
賓
ま
で
来
る
が
こ
れ
に
は
入
ら
ず
、
省
都
の
斎
斎
治
爾
に
向
い
一
〇
月
二
〇
日

　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
チ
　
ハ
ル

到
着
す
る
。
一
方
挑
南
の
挑
遼
鎮
守
使
張
海
鵬
が
独
立
を
宣
言
し
新
政
府
樹
立
を
め
ざ
し
て
、
斎
斎
沿
爾
に
進
撃
を
開
始
し
た
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
チ

た
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
、
黒
龍
江
省
軍
事
会
議
が
開
催
さ
れ
、
馬
占
山
を
総
指
揮
と
し
て
張
海
鵬
軍
の
入
省
を
阻
止
す
べ
く
軍
を
斎
斎

ハ
　
ル

拾
爾
に
集
め
た
。
張
軍
と
馬
軍
の
交
渉
は
決
裂
し
、
馬
軍
は
轍
江
橋
を
破
壊
し
た
。
こ
の
橋
の
復
旧
を
め
ぐ
り
、
馬
軍
と
日
本
軍
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
チ
　
ハ
　
ル

で
戦
闘
が
開
始
さ
れ
、
馬
占
山
は
海
倫
に
退
却
、
一
一
月
一
九
目
日
本
軍
は
斎
斎
治
爾
に
入
城
し
た
。

　
省
政
府
で
は
と
り
あ
え
ず
吉
祥
を
会
長
と
す
る
地
方
自
治
会
を
組
織
し
た
。
吉
祥
は
黒
龍
江
駐
防
旗
人
で
、
清
時
代
に
は
黒
龍
江
巡
防

隊
統
領
、
民
国
に
入
っ
て
黒
龍
江
省
旗
務
所
総
弁
な
ど
の
重
職
を
歴
任
し
た
有
力
者
で
あ
っ
た
。
地
方
自
治
会
は
東
省
特
別
区
行
政
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の
張
景
恵
を
満
場
一
致
で
省
主
席
に
押
し
た
。
張
景
恵
は
早
く
か
ら
目
本
軍
と
通
じ
、
目
本
側
も
満
洲
事
変
後
の
張
の
行
動
に
は
期
待
を

か
け
て
い
た
。
日
本
と
し
て
は
、
黒
龍
江
省
の
省
長
と
し
て
適
任
者
が
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
将
来
重
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
張
を
省
長

に
就
け
、
政
治
歴
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
張
景
恵
は
も
と
も
と
黒
龍
江
省
方
面
で
は
基
盤
を
持
っ
て
お
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

力
を
ふ
る
え
な
い
と
い
っ
た
ん
断
り
、
一
二
月
二
四
目
に
な
っ
て
省
長
就
任
を
承
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
一
方
、
韓
雲
介
ら
を
通
じ
て
、
馬
占
山
の
説
得
工
作
が
行
な
わ
れ
た
。
馬
占
山
は
、
当
時
黒
龍
江
省
防
軍
歩
兵
第
三
旅
長
兼
黒
河
警
備

司
令
の
地
位
に
あ
り
、
中
国
人
の
間
で
勇
名
を
轟
か
せ
て
い
た
。
関
東
軍
側
も
な
ん
と
か
馬
を
建
国
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
、
建
国
工
作
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

協
力
的
で
あ
っ
た
韓
雲
介
に
本
庄
司
令
官
が
そ
の
方
策
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
下
旬
、
関
東
軍
は
張
景
恵
に
対
し
黒
龍
江
省
の

独
立
宣
言
を
出
す
よ
う
促
し
た
。
し
か
し
．
張
は
馬
を
意
識
し
て
な
か
な
か
動
か
な
い
。
一
月
四
日
よ
う
や
く
張
景
恵
に
よ
る
黒
龍
江
省

図
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の
独
立
宣
言
に
こ
ぎ
つ
け
、
七
日
に
省
長
就
任
式
が
執
り
行
な
わ
れ
る
。
張
景
恵
は
省
長
代
理
に
吉
祥
を
任
命
し
、
地
方
自
治
会
を
解
散

し
た
。
馬
占
山
と
の
交
渉
で
は
、
馬
を
黒
龍
江
省
の
司
令
長
官
と
し
、
張
景
恵
を
省
長
と
す
る
と
い
う
降
伏
条
件
を
出
し
て
い
た
。
だ
が

馬
が
張
の
省
長
に
は
不
満
ら
し
い
こ
と
を
察
知
し
た
韓
雲
介
は
、
関
東
軍
司
令
部
と
相
談
の
上
．
省
長
も
馬
占
山
に
や
ら
せ
る
こ
と
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
チ
　
　
ハ
　
ル

た
。
馬
は
こ
れ
に
応
じ
斎
斎
治
爾
入
城
の
段
取
り
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
約
束
の
日
に
な
っ
て
も
、
馬
は
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。
吉
林
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

で
抗
日
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
李
杜
、
丁
超
ら
の
説
得
に
馬
は
身
を
翻
し
、
抗
日
通
電
を
発
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　
チ

の
説
得
に
結
局
馬
は
二
月
中
旬
奉
天
に
赴
き
満
洲
国
建
国
会
議
に
出
席
す
る
．
二
月
一
八
日
建
国
宣
言
が
発
表
さ
れ
、
二
三
日
馬
は
斎
斎

ハ
　
ル

沿
爾
に
入
城
し
、
二
四
目
省
長
就
任
式
を
挙
行
し
た
。
馬
は
満
洲
国
が
成
立
す
る
と
、
軍
政
部
総
長
に
就
任
す
る
が
、
そ
の
一
ヵ
月
後
の

四
月
二
日
に
．
突
如
逃
亡
し
、
再
び
抗
日
通
電
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
旧
派
の
長
老
で
張
学
良
に
対
す
る
不
満
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
と
近
か
っ
た
張
景
恵
が
、
最
終
的
に
日
本
に
従
う
の
は
比
較
的
解
り
易

い
。
馬
も
考
え
方
や
人
脈
は
「
旧
脈
」
に
近
か
っ
た
。
だ
が
馬
の
場
合
中
央
に
ま
で
勇
名
が
聞
こ
え
て
お
り
そ
の
抗
目
活
動
に
対
し
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

央
で
激
励
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
馬
は
中
央
に
近
い
要
素
も
持
つ
．
し
か
し
馬
は
共
産
主
義
や
こ
れ
を
真
似
た
よ
う
な
三
民
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

義
は
嫌
い
だ
と
言
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
馬
は
相
反
す
る
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
加
え
て
こ
の
二
人
の
対
応
を
考
察
す
る
に
は

省
長
ポ
ス
ト
の
重
さ
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
に
も
考
察
す
る
が
．
当
時
省
長
は
き
わ
め
て
大
き
な
権
限
を
有
し
、
魅
力
あ
る
ポ
ス

ト
で
あ
っ
た
。
二
人
の
対
応
に
は
こ
の
省
長
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
打
算
と
駆
引
き
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
実
際
馬
は
省
長
ポ

ス
ト
に
就
い
て
日
本
の
干
渉
を
受
け
、
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
時
、
完
全
に
離
反
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
5
0
）

　
蘇
嫡
文
も
政
治
情
勢
と
人
間
関
係
や
自
ら
の
利
権
の
間
で
動
い
た
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
蘇
嫡
文
は
満
洲
事
変
時
黒
龍
江
省
防

　
　
　
　
　
　
ホ
　
ロ
ソ
バ
イ
ル

軍
第
二
旅
長
で
呼
倫
貝
爾
に
あ
り
、
そ
の
態
度
は
あ
い
ま
い
で
馬
占
山
側
と
日
本
側
の
情
勢
を
見
つ
つ
．
双
方
に
傍
観
者
的
態
度
を
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ル
ピ
ン

て
い
た
。
三
二
年
二
月
李
杜
、
丁
超
ら
の
沿
爾
濱
防
衛
戦
に
加
担
す
る
。
し
か
し
、
張
学
良
と
の
連
絡
も
ま
ま
な
ら
ず
、
満
洲
国
の
成
立

を
見
る
に
い
た
り
、
新
国
家
に
服
す
る
意
を
示
し
た
。
四
月
馬
占
山
が
新
国
家
に
背
反
し
蘇
も
行
動
を
共
に
す
る
よ
う
説
得
す
る
が
、
従
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第5表　熱河省政府委員一覧（1931年1月）

生年 出　　身 学　　歴 職　　　歴／人　　　脈 満洲事変後の動向

湯玉麟 1871 熱河省阜 奉天陸軍講 東辺鎮守使、熱河都督 建国後参議府副議長

主　　席 新県 武堂 に任ぜられたが未就

任

張乗鼻 1884 熱河省朝 北京簿辺高 蒙旗庁長、熱河墾務局総弁、外 建国、熱河省政府消

民政庁長 陽県 交部特派熱河交渉員兼商埠局長、 滅とともに民政庁長

熱河実業庁長 等辞任

姜承業 1874 関束州金 奉天陸軍講 奉天省内の税据徴収局長・県知 建国後黒龍江省公署

財政庁長 州 武堂 理事官、教育庁長に

任ぜられるが3ヵ月
で辞任

張翼廷 1868 熱河省承 奉天中路観察使、奉天省財政庁

教育庁長 徳県 長、外交部特派熱河交渉員兼赤

峰商埠局長、熱河道引

梁國棟 熱河道量／湯玉麟

建設庁長 ’31年2月建設庁長辞任（後任
は李樹春秘書長）

金鼎臣 1888 奉天省北 奉天陸軍溝 国民党関外総司令、奉天鎮威上

鎮県 武堂 将軍公署顧問、北京政府陸軍部

金壽山の 諮議、熱河捲煙特損処長、熱河

子 省賑務会委員／湯玉麟

李元著

李樹春 1878 熱河省阜 北京法政惇 湯王麟の参謀、熱河都統署軍務

秘書長 新県 門学校 処長兼副官長／湯玉麟

’31年2月建設庁長に転出（後
任は潭鉄黄）

（資料）第2表に同じ。

来
よ
り
馬
を
快
く
思
っ
て
い
な

か
っ
た
蘇
は
こ
れ
に
は
応
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
馬
の
ポ
ス

ト
で
あ
っ
た
黒
龍
江
省
長
に
程

志
遠
が
就
く
と
蘇
は
こ
れ
に
不

快
を
表
わ
し
、
そ
の
上
蘇
の
罷

免
や
転
職
の
噂
も
流
れ
、
ま
す

ま
す
不
満
を
募
ら
せ
た
。
ま
た
、

満
洲
里
関
税
収
入
の
政
府
移
管

に
対
し
、
自
ら
の
収
入
が
減
る

た
め
満
洲
国
側
と
対
立
し
た
。

そ
の
後
も
表
面
上
は
満
洲
国
に

反
目
す
る
こ
と
を
ひ
か
え
て
い

た
も
の
の
、
北
平
の
張
学
良
と

も
連
絡
を
と
り
つ
っ
、
抗
日
義

勇
軍
と
通
じ
て
戦
闘
準
備
を
し

て
い
た
。
こ
の
時
、
蘇
の
妻
子

は
北
平
の
張
学
良
の
元
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
ロ
ン

た
。
日
本
側
は
蘇
柄
文
を
呼
倫
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ハ
イ
ル

貝
爾
警
備
司
令
に
す
る
こ
と
を
考
え
、
軍
政
部
よ
り
指
令
を
出
し
た
が
、
こ
れ
が
蘇
に
届
か
ぬ
う
ち
に
、
満
洲
里
事
件
が
起
こ
り
、
反
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

洲
国
軍
が
蘇
柄
文
を
東
北
民
衆
救
国
軍
司
令
と
し
、
二
日
反
日
反
満
の
通
電
を
発
し
た
。
蘇
は
こ
の
後
馬
占
山
と
合
流
し
抗
目
運
動
を
展

開
す
る
が
、
一
二
月
に
は
ソ
連
領
内
に
退
却
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
52
）

　
利
権
固
執
型
の
典
型
は
熱
河
省
政
府
主
席
湯
玉
麟
で
あ
ろ
う
。
湯
は
「
緑
林
派
」
の
長
老
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
張
作
霧
死
後
、
国
民

政
府
の
熱
河
引
渡
し
要
求
を
拒
み
、
省
主
席
と
し
て
熱
河
に
お
い
て
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
。
満
洲
事
変
に
際
し
て
は
、
日
本
側
の
要
求

を
受
け
入
れ
る
態
度
を
示
し
、
九
月
二
九
日
早
々
と
独
立
を
宣
言
し
た
。
そ
の
後
湯
は
満
洲
国
参
議
府
副
議
長
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

省
内
に
反
日
気
運
が
濃
厚
で
、
満
洲
国
側
の
再
三
の
出
頭
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
湯
は
熱
河
を
出
ず
、
結
局
副
議
長
に
就
任
し
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

た
。
こ
の
よ
う
な
湯
の
態
度
に
関
東
軍
は
「
暫
く
湯
玉
麟
を
支
持
し
速
に
満
洲
国
の
統
制
に
服
せ
し
」
め
省
政
の
改
革
を
行
な
わ
せ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

い
う
方
策
を
と
っ
た
。
一
方
国
民
政
府
は
「
熱
河
は
北
方
の
つ
い
た
て
」
と
重
視
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
湯
は
張
学
良
の
命
に
も
従
わ
ず
、

熱
河
の
利
権
の
維
持
に
固
執
し
た
。
三
三
年
日
本
軍
の
熱
河
侵
攻
に
あ
た
っ
て
は
、
財
産
を
天
津
に
避
難
さ
せ
戦
わ
ず
し
て
関
内
に
逃
げ
、

そ
の
後
も
対
日
態
度
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
湯
の
対
応
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
湯
玉
麟
系
が
占
め
る
熱
河
省
政
府
委
員
の

対
応
も
明
確
で
な
い
。
熱
河
は
地
理
的
に
関
内
と
隣
接
し
て
お
り
、
他
の
省
よ
り
も
中
央
に
近
く
、
満
洲
国
建
国
と
い
う
現
実
の
前
で
選

択
が
一
層
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
一
九
二
八
年
一
二
月
東
北
政
権
の
易
幟
断
行
に
と
も
な
い
、
「
奉
天
省
」
は
「
遼
寧
省
」
と
改
称
さ
れ
た
。
し
か
し
満
洲
事
変
後
の
一
三
年
一
一

　
　
月
再
び
「
奉
天
省
』
に
戻
さ
れ
た
。

　
（
2
）
　
関
東
軍
参
謀
本
部
「
事
変
後
ヨ
リ
統
治
部
設
立
迄
ノ
参
謀
本
部
第
三
課
ノ
業
務
概
況
」
〈
一
九
三
一
年
一
二
月
一
八
日
〉
（
東
京
大
学
所
蔵
『
片

　
　
倉
文
書
・
1
』
）
、
五
頁
。

　
（
3
）
　
哀
金
凱
に
つ
い
て
は
江
夏
由
樹
「
旧
奉
天
省
遼
陽
の
郷
団
指
導
者
、
蓑
金
凱
に
つ
い
て
」
（
『
一
橋
論
叢
』
一
〇
〇
ー
六
、
一
九
八
八
年
二
一
月
）

　
　
も
参
照
の
こ
と
。
各
人
物
の
履
歴
に
つ
い
て
は
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
、
田
辺
種
治
郎
編
『
東
三
省
官
紳
人
民
録
』
（
復
刻
版
）
、
文
海
出
版
社
、

　
　
台
北
、
一
九
七
三
年
、
外
務
省
情
報
部
『
満
洲
國
政
府
要
人
調
』
、
同
情
報
部
、
新
京
、
一
九
三
三
年
、
外
務
省
情
報
部
編
纂
『
現
代
中
華
民
國
満
洲
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國
人
名
鑑
』
、
財
団
法
人
東
亜
同
文
会
、
一
九
三
二
年
、
外
務
省
情
報
部
編
纂
『
現
代
中
華
民
國
満
洲
帝
國
人
名
鑑
』
、
財
団
法
人
東
亜
同
文
会
．
咽

　
九
三
七
年
、
『
満
洲
國
名
士
録
』
、
人
事
興
信
所
、
一
九
三
四
年
、
外
務
省
情
報
部
『
改
訂
現
代
支
那
人
名
鑑
』
、
東
亜
同
文
会
調
査
部
、
一
九
二
八

年
、
園
田
一
亀
『
奉
天
派
の
新
人
曹
人
ー
張
作
森
を
中
心
と
し
て
』
、
奉
天
新
聞
社
、
奉
天
、
一
九
二
三
年
、
橘
撲
・
山
口
慎
一
編
『
最
新
満
洲
辞

　
典
』
（
『
改
造
』
第
一
四
巻
第
七
号
．
叫
九
三
二
年
七
月
．
付
録
）
な
ど
に
よ
っ
た
。

（
4
）
　
江
夏
・
前
掲
「
旧
奉
天
省
遼
陽
の
郷
団
指
導
者
、
衰
金
凱
に
つ
い
て
』
、
九
八
頁
。

（
5
）
　
前
掲
『
最
新
満
洲
辞
典
』
、
一
ご
一
頁
。

（
6
）
李
友
蘭
の
経
歴
は
『
奉
天
通
志
』
第
一
六
〇
・
選
挙
七
・
新
選
挙
、
五
四
ー
五
八
頁
（
洋
装
本
・
第
四
冊
、
古
旧
書
店
、
嚇
九
八
三
年
、
三
七

　
二
七
－
三
七
二
八
頁
）
、
『
満
蒙
政
況
関
係
雑
纂
・
官
吏
任
免
関
係
』
（
外
務
省
外
交
史
料
館
文
書
、
以
下
『
官
吏
任
免
関
係
』
と
略
す
）
所
収
の
文

　
書
に
よ
っ
た
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
一
九
二
七
年
一
〇
月
の
奉
天
省
長
更
迭
に
と
も
な
う
人
事
移
動
で
「
李
ノ
要
職
二
就
ク
ハ
疑
ヒ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
』
と
報
告
さ
れ
て
い
る

　
（
関
東
庁
警
務
局
長
「
奉
天
省
長
更
迭
二
伴
フ
各
界
ノ
意
饗
』
〈
一
九
二
七
年
一
〇
月
六
日
〉
〔
『
官
吏
任
免
関
係
』
所
収
〕
）
。

（
8
）
　
前
掲
『
最
新
満
洲
辞
典
』
、
一
一
八
頁
。

（
9
）
　
前
掲
『
奉
天
派
の
新
人
曹
人
』
，
六
七
頁
、
前
掲
『
最
新
満
洲
辞
典
』
、
凶
二
九
頁
、
関
東
庁
警
務
局
長
「
東
北
四
省
勢
力
分
野
調
』
全
九
二

　
九
年
八
月
一
二
日
〉
（
『
満
蒙
政
況
関
係
雑
纂
』
〔
外
務
省
外
交
史
料
館
文
書
〕
所
収
）
。

（
10
）
　
在
奉
天
林
統
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
電
報
「
奉
天
地
方
委
員
会
に
よ
る
新
政
権
樹
立
計
画
の
挫
折
に
つ
い
て
』
〈
一
九
三
一
年
一
〇
月
三

　
日
〉
（
外
務
省
編
『
目
本
外
交
文
書
・
満
州
事
変
・
第
一
巻
第
廟
冊
』
、
外
務
省
、
一
九
七
九
年
所
収
）
一
三
五
⊥
三
六
頁
。

（
n
）
た
と
え
ば
塚
本
関
東
軍
長
官
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
「
蒙
古
王
族
、
張
宗
昌
そ
の
他
の
政
治
策
動
に
つ
い
て
」
全
九
一
三
年
輔
○
月
三
目
〉

　
（
同
前
）
三
二
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
2
）
　
旗
人
と
は
清
朝
の
基
礎
と
な
っ
た
軍
事
・
社
会
組
織
の
八
旗
に
属
し
た
者
の
総
称
。
旗
人
は
「
士
族
』
と
し
て
の
特
殊
な
身
分
を
持
ち
、
清
朝

か
ら
特
権
が
与
え
ら
れ
た
（
江
夏
・
前
掲
「
旧
奉
天
省
遼
陽
の
郷
団
指
導
者
、
蓑
金
凱
に
つ
い
て
』
、
七
九
六
i
七
九
七
頁
）
。

（
1
3
）
　
前
掲
「
東
北
四
省
勢
力
分
野
調
」
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
最
新
満
洲
辞
典
』
、
コ
○
頁
。

（
1
5
）
前
掲
「
東
北
四
省
勢
力
分
野
調
」
を
始
め
、
関
東
軍
関
係
、
外
務
省
関
係
の
資
料
か
ら
満
洲
事
変
以
前
か
ら
こ
れ
ら
の
情
報
に
目
本
側
が
き
わ

　
め
て
敏
感
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
16
）
　
平
野
・
前
掲
論
文
で
は
．
関
東
軍
は
事
変
か
ら
建
国
初
期
の
時
期
、
県
以
下
の
地
方
の
現
状
維
持
政
策
を
と
り
つ
つ
中
央
集
権
的
体
制
を
と
る
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た
め
、
農
村
を
支
配
す
る
地
主
勢
力
で
あ
る
中
国
人
協
力
者
と
「
便
宜
的
な
連
合
」
を
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
平
野
・
前
掲
「
満
州
国
協
和
会

　
の
政
治
的
展
開
」
、
二
四
〇
ー
二
四
一
頁
、
二
五
一
頁
、
二
五
五
－
二
五
六
頁
）
。

（
17
）
　
在
奉
天
林
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
電
報
「
東
北
の
独
立
、
宣
統
帝
の
復
辟
に
関
す
る
哀
金
凱
の
談
話
に
つ
い
て
」
〈
一
九
三
一
年
九
月

　
三
〇
日
〉
（
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
）
三
〇
九
頁
、
在
奉
天
林
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
電
報
「
衰
金
凱
の
奉
天
民
会
長
に
対
す
る
時

局
談
話
に
つ
い
て
」
一
九
三
一
年
一
〇
月
一
一
百
〉
（
同
前
）
三
ニ
ハ
頁
。

（
1
8
）
　
國
務
院
統
計
威
『
大
同
二
年
刊
行
・
第
一
次
・
満
洲
國
年
報
』
國
務
院
統
計
威
、
一
九
三
三
年
、
一
六
頁
。
軍
は
衰
金
凱
に
圧
力
を
加
え
こ
の

字
句
を
追
加
さ
せ
た
（
在
奉
天
林
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
電
報
「
奉
天
地
方
維
持
会
軍
側
の
要
求
通
り
布
告
発
表
に
つ
い
て
」
〈
一
九
三
一

年
一
一
月
七
目
〉
〔
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
〕
三
七
二
頁
）
。

（
19
）
　
『
東
北
年
鑑
』
、
東
北
文
化
年
鑑
編
印
慮
、
一
九
三
一
年
、
一
九
三
－
一
九
四
頁
。

（
2
0
）
　
「
減
式
毅
筆
供
』
〈
一
九
五
一
年
七
月
〉
（
前
掲
『
日
本
帝
国
主
義
侵
華
梢
案
資
料
選
編
－
九
・
一
八
事
変
・
1
』
所
収
）
三
五
六
－
三
五
七
頁
、

　
「
減
式
毅
筆
供
』
〈
一
九
五
四
年
八
月
九
日
〉
（
同
前
）
三
六
〇
頁
。

（
2
1
）
　
た
と
え
ば
関
東
庁
警
務
局
長
『
楊
宇
鍾
、
常
蔭
椀
銃
殺
事
件
』
〈
一
九
二
九
年
一
月
一
六
日
〉
、
憲
兵
司
令
官
『
楊
宇
違
常
蔭
椀
銃
殺
当
時
ノ
模

様
及
奉
天
二
於
ケ
ル
反
響
ノ
件
」
〈
一
九
二
九
年
一
月
二
一
日
〉
（
『
満
蒙
政
況
関
係
雑
纂
・
楊
宇
鍾
常
蔭
椀
射
殺
問
題
』
〔
外
務
省
外
交
史
料
館
文
書
〕

　
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
22
）
　
関
東
軍
参
謀
長
よ
り
参
謀
次
長
宛
電
報
〈
一
九
三
二
年
三
月
九
日
〉
（
『
支
那
地
方
政
況
関
係
雑
纂
・
北
支
政
況
』
〔
外
務
省
外
交
史
料
館
文
書
〕

　
所
収
）

（
2
3
）
　
張
振
鷺
「
九
一
八
事
攣
時
的
減
式
毅
』
（
『
傳
記
文
學
』
第
一
二
巻
第
四
期
、
台
北
、
一
九
六
八
年
四
月
）
三
七
頁
。

（
2
4
）
　
前
掲
「
東
北
四
省
勢
力
分
野
調
」
。

（
2
5
）
　
尾
形
洋
一
「
東
北
交
通
委
員
会
と
所
謂
『
満
鉄
包
囲
鉄
道
網
計
画
ヒ
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
六
編
第
八
号
、
一
九
七
七
年
所
収
）
四
六
ー
四
七

　
頁
。

（
2
6
）
　
前
掲
「
東
北
四
省
勢
力
分
野
調
」
。

（
2
7
）
　
同
上
。

（
2
8
）
漏
占
海
「
目
軍
侵
占
長
春
、
吉
林
経
過
」
（
中
華
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
文
史
資
料
選
輯
』
第
六
輯
、

　
中
華
書
局
出
版
、
北
京
、
一
九
六
〇
年
所
収
）
一
七
－
二
〇
頁
、
前
掲
『
偽
満
洲
国
史
』
．
六
一
頁
。

（
29
）
　
前
掲
「
日
軍
侵
占
長
春
、
吉
林
経
過
」
、
一
九
頁
。
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（
3
0
）
　
前
掲
『
偽
満
洲
国
史
』
、
六
二
頁
。

（
31
）
前
掲
『
我
的
前
半
生
』
、
二
六
六
頁
（
邦
訳
、
二
四
八
頁
）
．

（
3
2
）
　
在
長
春
領
事
永
井
清
よ
り
田
中
義
一
外
務
大
臣
宛
「
吉
林
専
任
省
長
問
題
二
関
ス
ル
件
」
全
九
二
八
年
五
月
二
日
〉
（
『
官
吏
任
免
関
係
』
所

　収）。

（
3
3
）
　
た
と
え
ぽ
鍾
岳
を
代
表
と
し
て
三
〇
〇
名
余
り
の
満
蒙
旗
人
が
薄
儀
を
擁
立
し
満
蒙
を
独
立
さ
せ
る
た
め
日
本
の
援
助
を
求
め
る
請
願
書
を
提

出
す
る
動
き
に
出
た
（
在
吉
林
石
射
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
『
吉
林
地
方
に
お
け
る
満
蒙
独
立
運
動
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
」
〈
一
九
三

　
一
年
一
二
月
四
日
〉
〔
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
〕
三
八
五
－
三
八
八
頁
）
．

（
3
4
）
　
『
満
洲
國
現
勢
・
建
国
ー
大
同
二
年
度
版
』
、
満
洲
國
通
信
社
、
新
京
、
一
九
三
三
年
、
一
一
八
頁
。

（
3
5
）
　
園
田
一
亀
『
東
三
省
の
政
治
と
外
交
、
奉
天
新
聞
社
、
一
九
二
五
年
、
一
一
六
頁
。

（
3
6
）
李
杜
は
吉
長
鎮
守
使
署
参
謀
長
、
吉
林
全
省
警
備
隊
統
領
兼
長
春
戒
厳
司
令
な
ど
を
経
て
依
蘭
鎮
守
使
兼
二
四
旅
長
、
漏
占
海
は
吉
林
督
弁
署

衛
隊
団
長
、
丁
超
は
濱
江
鎮
守
使
兼
東
三
省
陸
軍
第
一
八
旅
長
兼
東
支
鉄
道
護
路
軍
長
繧
司
令
、
東
北
辺
防
軍
路
前
敵
総
指
揮
な
ど
を
経
て
事
変
後

国
民
政
府
か
ら
東
支
護
路
軍
総
司
令
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
後
に
満
洲
国
に
投
降
す
る
。

（
3
7
）
　
在
ハ
ル
ビ
ン
大
橋
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
「
反
煕
沿
派
の
活
動
抑
圧
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
』
〈
一
九
三
一
年
一
一
月
一
四
日
V
（
前

掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
）
三
七
七
頁
。
煕
沿
は
九
月
二
六
日
に
そ
れ
ま
で
の
省
政
府
委
員
を
中
心
と
し
た
臨
時
政
府
の
人
員
を
任
命
し
て
い
る

が
、
こ
の
段
階
で
全
委
員
に
了
解
を
と
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

（
38
）
　
前
掲
「
吉
林
専
任
省
長
問
題
二
関
ス
ル
件
」
、
在
長
春
領
事
永
井
清
よ
り
田
中
義
一
外
務
大
臣
宛
『
吉
林
専
任
省
長
任
命
問
題
二
関
ス
ル
件
」

全
九
二
八
年
四
月
九
日
〉
（
『
官
吏
任
免
関
係
』
所
収
）
．

（
3
9
）
在
ハ
ル
ビ
ン
大
橋
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
「
賓
県
に
成
立
の
吉
林
新
政
府
要
職
者
名
に
つ
い
て
」
〈
一
九
三
一
年
一
一
月
一
七
日
〉
（
前

掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
）
三
七
八
頁
、
在
ハ
ル
ビ
ン
大
橋
総
領
事
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
「
賓
県
に
設
置
さ
れ
た
反
煕
沿
派
省
政
府
の
組
織
等

　
に
つ
い
て
」
全
九
三
一
年
＝
一
月
二
日
〉
（
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収
）
三
九
四
頁
。

（
4
0
）
園
田
一
亀
『
東
北
四
省
政
局
の
現
状
』
、
盛
京
時
報
社
、
奉
天
、
一
九
二
九
年
、
九
〇
1
九
五
頁
。

（
4
1
）
　
江
夏
由
樹
「
奉
天
地
方
官
僚
集
団
の
形
勢
－
辛
亥
革
命
期
を
中
心
に
ー
」
（
一
橋
大
学
研
究
年
報
『
経
済
学
研
究
』
三
一
、
一
九
九
〇
年
）
三

　
四
六
頁
で
は
、
日
本
は
旧
「
満
洲
」
地
域
を
有
効
に
支
配
す
る
た
め
に
在
地
勢
力
と
彼
ら
を
代
表
す
る
地
方
官
僚
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ

　
っ
た
一
方
で
、
彼
ら
に
強
い
権
力
を
与
え
る
こ
と
は
「
満
洲
国
」
に
お
け
る
日
本
の
支
配
を
危
う
く
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
提
起
さ
れ
て

　
い
る
。
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（
4
2
）
林
義
秀
「
建
国
当
初
に
於
け
る
黒
龍
江
省
の
回
顧
・
巻
ご
（
『
現
代
史
資
料
・
二
・
続
・
満
洲
事
変
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
五
年
所
収
）

　
六
四
四
頁
。

（
4
3
）
　
張
景
恵
は
張
作
森
爆
殺
事
件
の
際
負
傷
し
た
が
、
事
件
の
首
謀
者
の
河
本
大
作
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
奉
天
軍
が
兵
を
起
こ
せ
ば
張
景
恵

が
目
本
側
に
内
応
し
て
奉
天
独
立
の
軍
を
起
こ
す
手
は
ず
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
（
河
本
大
作
「
私
が
張
作
森
を
殺
し
た
』
（
『
文
芸
春
秋
』
一
九
五

　
四
年
一
二
月
号
所
収
、
一
九
九
頁
）
。

（
4
4
）
　
前
掲
「
建
国
当
初
に
於
け
る
黒
龍
江
省
の
回
顧
・
巻
ご
、
六
六
二
頁
．

（
4
5
）
　
馬
占
山
の
経
歴
と
動
向
に
つ
い
て
は
全
国
政
協
・
黒
龍
江
省
政
協
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
馬
占
山
将
軍
』
、
新
華
書
店
北
京
発
行
所
、
一

　
九
八
七
年
、
陳
寧
生
「
馬
占
山
」
（
中
国
社
会
科
学
研
究
所
編
『
民
国
人
物
伝
』
第
三
巻
、
中
華
書
局
出
版
、
北
京
、
　
一
九
八
一
年
所
収
）
、
「
馬
占

　
山
」
（
傳
記
文
學
雑
誌
社
編
『
民
國
人
物
小
傳
』
第
四
冊
、
傳
記
文
學
出
版
社
、
台
北
、
一
九
八
一
年
所
収
）
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

（
4
6
）
　
韓
雲
介
「
馬
占
山
引
出
し
工
作
秘
話
」
（
宮
内
勇
編
『
満
洲
建
國
側
面
史
』
、
新
経
済
社
、
一
九
四
二
年
所
収
）
七
七
三
－
七
七
四
頁
。

（
4
7
）
　
同
前
、
七
九
頁
、
前
掲
「
建
国
当
初
に
於
け
る
黒
龍
江
省
の
回
顧
・
巻
一
」
、
六
六
七
－
六
六
八
頁
．

（
4
8
）
　
馬
の
抗
日
運
動
に
対
し
、
た
と
え
ば
上
海
抗
日
救
国
会
等
諸
団
体
が
激
励
の
電
報
を
発
す
る
動
き
に
出
た
（
在
上
海
重
光
〈
葵
〉
公
使
よ
り
幣

　
原
外
務
大
臣
宛
電
報
「
上
海
に
お
け
る
抗
日
救
国
会
等
諸
団
体
の
馬
占
山
激
励
ぶ
り
に
つ
い
て
」
〔
前
掲
『
目
本
外
交
文
書
』
所
収
〕
五
一
九
－
五

　
二
〇
頁
）
。

（
4
9
V
　
小
山
貞
知
「
馬
占
山
と
語
る
」
（
『
満
洲
評
論
』
第
二
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
二
年
三
月
一
二
日
）
二
五
頁
。

（
50
）
　
蘇
柄
文
に
つ
い
て
は
江
湯
「
蘇
柄
文
与
海
満
抗
戦
」
（
課
課
主
編
『
東
北
抗
日
義
勇
軍
人
物
志
』
、
遼
寧
人
民
出
版
社
、
藩
陽
、
一
九
八
七
年
所

　
収
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
5
1
）
　
林
義
秀
「
建
国
当
初
に
於
け
る
黒
龍
江
省
の
回
顧
・
巻
三
」
（
前
掲
『
現
代
史
資
料
・
一
一
・
続
・
満
洲
事
変
』
、
所
収
）
七
四
八
ー
七
五
二
頁
．

（
5
2
）
　
湯
玉
麟
に
つ
い
て
は
喩
鵬
秋
・
席
亭
「
湯
玉
麟
其
人
」
（
『
東
北
地
方
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
四
年
一
二
月
）
、
唐
精
武
「
湯
玉
麟
放
棄
熱

　
河
実
況
」
（
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
《
従
九
一
八
到
七
七
事
変
V
編
審
組
編
『
従
一
九
八
到
七
七
事
変
』
、
中

　
国
文
史
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
七
年
所
収
）
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

（
5
3
）
　
関
東
軍
司
令
部
「
対
熱
河
政
策
』
〈
一
九
三
二
年
四
月
四
日
〉
（
同
前
）
七
八
八
頁
．

（
54
）
　
前
掲
『
九
・
一
八
事
変
史
－
中
国
側
か
ら
見
た
「
満
洲
事
変
」
』
三
一
五
⊥
…
六
頁
。
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四
　
満
洲
国
建
国
と
中
国
人
官
吏

　
（
1
）
　
中
央
官
吏

　
一
九
三
二
年
初
め
に
は
各
省
一
応
独
立
宣
言
が
出
さ
れ
、
「
国
家
」
建
設
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
月
一
六
日
馬

占
山
も
交
え
て
建
国
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。
中
国
人
参
加
者
は
張
景
恵
、
馬
占
山
、
煕
治
、
減
式
毅
ら
「
四
巨
頭
」
で
あ
っ
た
。
す
で
に

そ
れ
以
前
か
ら
新
国
家
に
お
け
る
吉
林
系
、
奉
天
系
を
中
心
と
し
た
権
力
争
い
の
綱
引
き
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
翌
一
七
日
張
景
恵
を
委

員
長
と
す
る
東
北
行
政
委
員
会
が
成
立
、
委
員
は
右
の
四
名
の
他
、
湯
玉
麟
、
斎
王
、
陵
陞
と
し
た
。
斎
王
と
陵
陞
は
蒙
古
人
で
斎
王
は

内
蒙
古
の
王
族
出
身
で
あ
り
．
陵
陞
も
内
蒙
古
索
倫
正
黄
旗
達
呼
爾
人
で
満
洲
事
変
後
内
蒙
古
で
新
国
家
建
国
の
動
ぎ
を
支
え
て
い
た
。

関
東
軍
は
熱
河
省
と
内
蒙
古
ま
で
新
国
家
に
統
合
す
る
た
め
、
こ
の
地
域
の
有
力
者
を
委
員
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
二
月
一
八
日
東
北
行

政
委
員
会
の
名
前
で
独
立
宣
言
が
出
さ
れ
た
。

　
三
月
一
日
奉
天
に
お
い
て
満
洲
国
政
府
の
名
で
満
洲
国
建
国
宣
言
が
出
さ
れ
た
。
満
洲
国
政
府
首
脳
人
事
は
こ
の
日
奉
天
に
着
い
た
鄭

孝
晋
を
交
え
．
板
垣
参
謀
と
減
式
毅
の
三
名
で
話
し
合
わ
れ
、
翌
二
日
に
は
煕
沿
も
加
わ
っ
て
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
派

の
勢
力
伸
長
を
め
ざ
し
て
ゆ
ず
ら
ず
、
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
中
で
も
国
務
院
総
理
の
ポ
ス
ト
は
以
前
か
ら
熈
拾
が
執
着
を
見

せ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
奉
天
系
が
承
知
し
そ
う
に
な
い
。
関
東
軍
側
も
ま
ず
奉
天
系
を
お
さ
え
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
た
め
、
戚
式
毅

の
名
を
出
す
が
調
整
が
つ
か
ず
、
結
局
鄭
孝
青
に
落
ち
着
い
た
。
ま
た
、
各
部
の
人
事
に
は
そ
の
部
の
総
長
の
力
が
大
き
く
関
与
し
、
熈

沿
が
総
長
と
な
っ
た
財
政
部
は
吉
林
系
、
減
式
毅
が
総
長
の
民
政
部
は
奉
天
系
が
占
め
た
。
民
政
部
は
総
勢
二
九
名
中
二
一
名
ま
で
奉
天

省
出
身
者
で
、
次
長
の
藻
康
は
総
長
の
減
式
毅
と
同
郷
の
遼
陽
県
出
身
で
あ
る
．
馬
占
山
が
総
長
と
な
っ
た
軍
政
部
で
は
、
馬
の
地
盤
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

黒
龍
江
省
で
あ
っ
た
た
め
吉
林
省
系
の
者
は
な
か
な
か
赴
任
し
な
い
と
い
う
事
態
も
起
き
た
。
こ
の
よ
う
な
「
省
人
主
義
」
の
背
景
に
は

当
時
の
中
国
の
行
政
が
、
お
お
む
ね
省
を
単
位
と
し
、
あ
た
か
も
各
省
が
一
つ
の
国
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
各
省
が
省
ご
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と
に
軍
隊
、
警
察
、
司
法
な
ど
の
機
関
を
有
し
、
通
貨
・
金
融
の
制
度
も
異
な
っ
た
。
張
作
霧
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
東
北
と
て
例
外
で
は

な
い
。
満
洲
国
建
国
初
期
の
関
東
軍
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
改
め
、
中
央
集
権
的
体
制
を
整
え
中
国
社
会
の
支
配
強
化
を
も
く
ろ
ん
だ
の

　
（
2
）

で
あ
る
。

　
第
6
表
は
、
一
九
三
二
年
後
半
の
満
洲
国
の
中
国
人
高
官
二
二
三
名
の
出
身
地
、
学
歴
、
職
歴
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
も

わ
か
る
と
お
り
、
東
北
と
蒙
古
出
身
の
者
が
全
体
の
六
割
を
占
め
、
関
内
出
身
者
の
場
合
も
職
歴
に
東
北
が
入
る
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
東
北
に
生
活
の
基
盤
を
持
っ
て
い
た
者
が
圧
倒
的
多
数
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
学
歴
不
明
の
者
が
三
二
名
い
る
が
、

大
多
数
が
専
門
学
校
以
上
の
学
歴
を
持
ち
、
か
な
り
の
高
学
歴
集
団
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
．
目
を
引
く
の
は
、
日
本
留
学
経
験
者
が
七
二

名
で
、
全
体
の
三
二
・
三
％
を
占
め
、
東
北
の
学
校
出
身
者
五
一
名
（
二
二
・
九
％
）
、
中
国
の
学
校
出
身
者
四
八
名
（
一
二
・
五
％
）

と
比
較
し
て
も
は
る
か
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
留
学
経
験
者
で
満
洲
国
に
参
画
し
た
者
に
は
主
と
し
て
ふ
た
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
「
親
日
派
」
と
み
な
さ
れ
張
学
良
の
反
日
政
策
に
よ
り
阻
害
さ
れ
た
者
、
た
と
え
ば
す
で
に
見
た
子
沖
漢
な
ど
が
そ
の
代
表

的
ケ
1
ス
で
あ
ろ
う
。
子
沖
漢
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
日
本
留
学
経
験
が
あ
り
目
本
と
関
係
が
深
か
っ
た
楊
宇
窪
を
張
学
良
が
暗
殺
し
て
お

り
、
「
親
日
派
」
と
み
な
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
日
本
留
学
経
験
者
は
学
良
政
権
下
で
は
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
。
ふ
た
つ
め
は
日
本
語
に

堪
能
で
日
本
に
近
く
事
変
を
好
機
と
見
て
む
し
ろ
「
出
世
」
し
て
ゆ
く
者
、
た
と
え
ば
外
交
部
総
長
に
お
さ
ま
っ
た
謝
介
石
な
ど
の
ケ
ー

ス
で
あ
る
。
謝
は
二
〇
年
代
よ
り
日
本
の
特
務
機
関
と
関
係
を
持
ち
、
淳
儀
と
日
本
軍
と
の
間
に
た
っ
て
情
報
の
通
達
を
し
て
い
た
。
前

者
の
ケ
ー
ス
に
は
大
物
が
多
く
、
下
級
の
官
吏
に
な
る
ほ
ど
第
二
の
ケ
ー
ス
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
後
者
の
方
が
参
加
に
積
極
的
か

つ
能
動
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
本
留
学
組
は
日
本
の
援
助
に
よ
り
東
北
の
独
立
あ
る
い
は
清
朝
の
復
辟
を
考
え
て
い
た
者
も
い
た
。
た

と
え
ば
煕
治
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

　
科
挙
試
験
合
格
者
は
清
の
元
高
官
で
あ
る
が
、
鄭
孝
胃
の
よ
う
に
清
朝
の
復
辟
を
考
え
満
洲
国
に
入
っ
た
者
が
少
な
く
な
い
。
関
内
出

身
で
東
北
に
職
歴
が
な
い
者
が
二
五
名
い
る
が
、
こ
の
う
ち
清
の
高
官
で
あ
っ
た
者
が
八
名
い
る
。
こ
れ
ら
は
簿
儀
ー
鄭
孝
脊
の
関
係
者
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第6表満洲国要人録223名の分析

東北出身 蒙古出身 関内出身 不　明 合　　計
115 17 83 8 223

職歴に東北が入っている者 93（5）串 14＊＊ 52（8）＊
一

159〈71．3％〉

東北の学校 39（2）率 1 3 一
43

関内の学校 13 3 22（2）＊
一

38

日本留学 32（2〉8 3 18（3〉率
｝

53

科挙 2（刊留日〉
一

5（柁留日〉
一

7（＋3）
（2）串

その他 1 1 2

学歴不明 6（1）零 6 4（1）＊
一

16

東北に職歴なし 8 2 25
『

35く15．7％〉

東北の学校 ｝ 一 一 『 0

関内の学校 3 一 5 皿 8

日本留学 2 一
12

一
14

清官吏 2 2 4〔＋瑠日）

一
8（＋4）

嘔　●　－　亀　●　，　．　q　膨　・　6

その他 1（留独） 一 『 一 1

学歴不明 ｝ 一 4 一 4

職歴不明 14 1 6 8 29く13，0％＞

躯北の学校 6 一 2 皿 8

関内の学校 2 一 一 一 2

日本留学 3 一 2 一 5

その他

学歴不明

1（留イZ、）

　2
一
1

1（留米）

　1
一
8

※一
（庄1〉（）＊内は荷洲事変前の職が東北以外の口∫能哲の強いもの。

（注2）林は職歴に蒙古が人る者も含む。

（注3）日本留学と東北、関内の学校が重なる場合はli本留学でとった。

（資料）外務省情報部『満洲國政府要入調（新三1（）』、外務省情帳部、1933年。
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と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
民
国
の
官
吏
が
五
名
い
る
が
う
ち
二
名
が
天
津
か
ら
来
て
お
り
、
淳
儀
の
移
動
と
行
動
を
と
も
に
し
た
と
思

わ
れ
る
。
二
五
名
の
内
八
名
が
執
政
府
に
入
り
、
五
名
が
鄭
孝
晋
を
国
務
総
理
と
す
る
国
務
院
、
三
名
が
や
は
り
鄭
孝
得
を
総
長
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

文
教
部
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
満
洲
人
で
建
国
に
参
加
し
た
者
は
復
辟
論
者
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
新
京
市
長
金
壁
東
、
斎

チ
　
ハ
　
ル

斎
沿
爾
市
長
金
憲
立
が
い
る
。
彼
ら
は
復
群
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
清
王
室
粛
親
王
の
子
供
で
あ
る
。
や
は
り
満
洲
人
で
あ
る
熈
沿
の
他
、

張
海
鵬
な
ど
満
洲
人
以
外
に
も
熱
心
な
復
辟
論
者
が
い
た
。
さ
ら
に
清
朝
時
代
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
元
旗
人
も
め
だ
つ
。
年
齢
構
成

は
高
く
、
第
7
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
三
二
年
三
月
の
建
国
時
の
総
長
・
次
長
ク
ラ
ス
の
要
人
の
平
均
年
齢
は
五
六
歳
近
く
に
な
る
。
当

時
三
〇
歳
の
張
学
良
と
は
親
子
ほ
ど
の
世
代
の
開
き
が
あ
る
。

　
以
上
と
重
な
る
が
第
7
表
に
掲
げ
た
総
長
・
次
長
ク
ラ
ス
の
者
に
つ
い
て
、
清
朝
と
の
距
離
、
日
本
と
の
距
離
、
張
学
良
と
の
距
離
を

ま
と
め
る
。
ま
ず
清
朝
と
の
距
離
が
近
い
と
評
価
で
き
る
者
に
は
薄
儀
、
鄭
孝
得
、
煕
沿
を
は
じ
め
、
張
海
鵬
、
謝
介
石
ら
復
辟
論
者
、

羅
振
玉
、
許
汝
菓
、
丁
鑑
修
、
哀
金
凱
ら
元
清
朝
遺
臣
や
高
官
、
煕
沿
ら
満
洲
人
、
真
金
凱
ら
旗
人
が
い
る
。
日
本
と
の
距
離
が
近
い
と

評
価
で
き
る
者
に
は
二
三
名
中
一
一
名
を
占
め
る
日
本
留
学
組
、
子
沖
漢
、
莫
金
凱
．
張
景
恵
ら
事
変
前
か
ら
「
親
日
」
的
と
み
な
さ
れ

て
い
た
者
が
入
る
。
張
学
良
と
の
距
離
が
遠
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
者
に
は
哀
金
凱
、
子
沖
漢
ら
文
治
派
の
官
僚
、
張
景
恵
、
張
海
鵬
ら
旧

派
の
長
老
で
張
学
良
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
者
．
丁
鑑
修
、
趙
欣
伯
ら
学
良
時
代
に
不
遇
で
あ
っ
た
者
、
減
式
毅
な
ど
人
脈
的
に
学
良
と

の
関
係
が
微
妙
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
者
が
い
る
。
湯
玉
麟
な
ど
利
権
に
固
執
し
あ
い
ま
い
な
対
応
を
と
っ
た
者
や
、
独
自
の
独
立
構
想

を
持
っ
て
い
た
蒙
古
族
を
別
に
す
る
と
．
総
長
ク
ラ
ス
で
満
洲
国
に
参
加
し
た
者
は
お
お
か
た
右
の
範
疇
に
入
る
。
要
す
る
に
、
満
洲
国

の
中
央
官
吏
は
東
北
出
身
者
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
範
疇
に
入
る
者
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
者
の
よ
せ
集
め
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
省
長

前
述
の
よ
う
に
当
時
の
中
国
の
行
政
は
省
単
位
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。

省
長
は
そ
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
者
で
あ
り
、
強
大
な
権
力
を
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第7表　満洲国政府安人（総長・次長クラス）一覧　1932．11

生年 出　　　身 ポ　ス　ト 学　　　歴 職歴／人脈／その他

愛新覚羅 1906 満洲正黄旗人 執政 清朝最後の皇帝

薄　　儀 2．7

鄭孝胃 1860 福建省福清県 国務総理・文 科挙く挙人〉 清官吏／復辟を熱望

5．2 蘇州 教部総長

誠式毅 1881 奉天省遼陽県 民政部総長・ 留日〈陸士〉 遼寧省政府委員兼主席／

奉天省長 孫烈臣、張作森、楊宇窪

疎　　康 18S2 奉天省遼陽県 民政部次長 奉天陸軍講武 東省特別区長官公署政務庁長

堂 （長官張景恵）

謝介石 1878 台湾生まれ 外交部総長 留日〈明大法＞ 張勲復辟に参加、事変後吉林交

福建省人 渉署長、姶爾濱市政処長／羅新

玉、煕沿

張景恵 1871 餐天省台安サ，し 軍政部総長・ 奉天陸軍講武 顧維鉤内閣の陸軍総長、播復内

参議府議長・ 堂 閣の実業総長、東省特別区行政

東省特別区艮 長官、国民政府軍事参議院長、

官 東北政務委員会委員／張作森、

張作相

王静修 1879 熱河省承徳県 軍政部次長 留日く陸士＞ 黒龍江国防籍備処参謀長／罵占

山と共に帰順

煕　　沿 1884 奉天省溶陽県 財政部総長・ 留日〈陸士〉 古林東北辺防軍副司令長官公署

満洲正藍旗人 吉林省長 参謀長兼吉林陸軍訓練総監・吉

林鱈政府委員／朱慶瀾、張作相

／清王室の一族

孫其昌 1881 奉天省劃易県 財政部次官 留日く東京高 吉林省財政庁長、政府委員兼建

師〉 設庁長

張燕卿 1898 河北省南皮県 実業部総長 留日く学習院 奉天省復州県知事、吉林省政府

文科〉 秘書／煕冶

丁鑑修 1876 奉天省蓋平県 交通部総長 科挙〈挙人〉 東三省陸軍司令部外交処長、奉

留日く早大専 天財政長顧問、日支合弁弓長嶺

門部政治科〉 鉄公司総裁、奉天地方維持委員

会委員

漏酒清 1892 奉天省蓋’r県 司法部総長 奉天法政学堂 清末より司法官、古林省長嶺県

知事、陸軍総執法処長、京奉鉄

路局長、黒龍江呼蘭税掲局長
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許汝菓 1863 江蘇省丹徒県 文教

張海鵬 1864 奉天省蓋平県 執政月

官長

参議

湯玉麟 1871 熱河省阜新県 参議

熱河

衰金凱 1870 奉天省遼陽県 参議

漢軍旗人

羅振玉 1865 漸江省 参議

貴　　福 1859 内蒙古正黄旗 参議

人

程志遠 1878 山東省 参議

趙欣伯 1887 河北省宛平県 立法

（干沖漢） 1871 奉天省遼陽県 監察
（’32没）

林　　桑 1880 福建省閲侯県 最高

李　　薬 1877 河南省光州県 最高

文教部次長

執政府侍従武

官長・参議府

参議府副議長

参議府参議

参議府参議

参議府参議

参議府参議

監察院長

最高法院長

最高検察庁長

科挙〈進士＞

武講軍陸天奉
堂

科挙〈歳貢生〉

奉天陸軍講武

堂騎兵科

留
法

学
大

大
明

革
干
く

こト

　
　
　
　

北
日
博

留日、科挙
く秀才〉

留日く早稲田

大学〉

留日〈法政大

学〉

清末の官吏、福州大清銀行総弁、

福州財政監理官

挑遼鎮守使兼東北騎兵第22師長

／凋麟閣／復辟論者

張勲復辟に参加／未就任

参政院参政、北京政府に奉天省

長に推されるが就かず、東北辺

防司令長官公署参議、奉天地方

維持委員会委員長／奉天文治派

清朝の遺臣・金石学の大家／復

辟論者

蒙古政庁呼倫貝爾副都統

東鉄路護路恰満副司令、建国後

黒龍江省長

北京政府外交部条約改訂委員会

委員、東北法学研究会長、事変

後奉天市長兼高等法院長

北京政府外交部特派奉天交渉員、

第2次斬雲鵬内閣国務院参議、

東省特別区行政長官、奉天地方

維持委員会副委員長、自治指導

部部長／奉天文治派

大理院推事、京師高等審判庁長、

江蘇・湖北各省の高等審判庁長

河南法政専門学校教授、法制局

参事、最高法院東北分院推事
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パ
　
い

有
し
て
い
た
。
当
時
の
政
治
は
「
省
長
の
独
裁
」
と
評
さ
れ
た
。
財
政
や
人
事
の
権
限
を
一
手
に
握
っ
て
い
た
省
長
は
、
非
常
に
実
入
り

の
激
し
い
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
東
北
全
体
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
障
害
と
な
ろ
う
。

易
幟
後
国
民
政
府
は
省
長
独
裁
で
は
や
り
に
く
い
た
め
、
省
委
員
制
を
導
入
さ
せ
合
議
制
に
す
る
こ
と
で
省
長
権
限
を
分
散
さ
せ
、
東
北

を
国
民
政
府
の
支
配
下
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
実
際
は
行
政
は
省
単
位
で
動
ぎ
省
長
は
人
事
権
等
で
従
来
の
権
力
を
引
ぎ
継
い

で
い
た
た
め
、
そ
の
権
限
は
や
は
り
絶
大
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
満
洲
国
で
も
中
央
集
権
化
を
図
る
た
め
、
省
政
を
簡
素
化
し
省
が
握
っ
て
い
た
権
限
を
地
方
自
治
育
成
の
名
目
で
県
に
お
ろ
し
．
省
長

権
限
の
骨
抜
き
を
考
え
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
三
年
に
行
政
区
画
を
変
更
し
四
省
を
十
省
に
す
る
が
、
こ
れ
も
こ
れ
ま
で
の
省
政
を
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

め
中
央
集
権
化
を
ね
ら
っ
た
改
革
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
、
省
長
ポ
ス
ト
の
実
権
の
強
さ
を
利
用
し
て
、
中
国
人
を
懐
柔
し
た
。

特
に
満
洲
事
変
か
ら
建
国
に
か
け
て
の
時
期
に
は
こ
の
方
法
で
現
地
中
国
人
を
満
洲
国
建
国
に
組
み
入
れ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
馬
占
山

に
は
黒
龍
江
省
省
長
ポ
ス
ト
を
約
束
し
て
説
得
し
た
し
、
奉
天
省
で
は
力
の
あ
る
減
式
毅
を
強
引
に
省
長
に
据
え
た
。
満
洲
国
が
既
成
事

実
化
す
る
と
省
長
人
事
を
日
本
が
掌
握
す
る
こ
と
で
中
央
集
権
的
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
っ
た
。
黒
龍
江
省
省
長
の
場
合
、
馬
占

山
が
三
二
年
四
月
に
逃
亡
し
、
そ
の
後
任
に
東
支
鉄
路
護
路
治
満
副
司
令
を
経
て
事
変
後
陸
軍
第
八
旅
長
と
な
っ
た
程
志
遠
が
任
命
さ
れ

た
。
馬
占
山
討
伐
に
功
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
馬
の
逃
亡
後
省
長
兼
警
備
司
令
に
推
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
程
は
ほ
ど
な

く
病
気
と
汚
職
を
理
由
に
、
関
東
軍
に
よ
っ
て
省
長
を
罷
免
さ
れ
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
程
の
後
任
に
は
事
変
直
後
よ
り
馬
占
山
の
説
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

工
作
な
ど
に
活
躍
し
た
韓
雲
介
が
任
命
さ
れ
た
。
韓
は
名
古
屋
高
商
出
身
で
日
本
語
に
堪
能
で
あ
り
、
早
く
か
ら
日
本
と
通
じ
て
い
た
。

満
洲
事
変
前
は
商
社
や
製
粉
会
社
の
総
弁
な
ど
を
し
て
い
た
財
界
人
で
、
政
治
的
実
績
に
乏
し
く
、
事
変
後
黒
龍
江
省
政
府
参
議
と
な
り
、

建
国
後
黒
龍
江
省
実
業
庁
長
兼
税
務
監
督
署
長
と
な
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
。
韓
は
満
洲
事
変
に
よ
っ
て
出
世
し
た
中
国
人
の
典
型
と
い
え

る
．
韓
が
省
長
で
あ
っ
た
時
満
洲
国
政
府
が
制
定
し
た
省
公
署
官
制
が
実
行
さ
れ
、
軍
政
と
民
政
の
区
別
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま

で
こ
の
境
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、
省
長
権
限
を
絶
対
化
さ
せ
、
中
央
が
省
政
府
を
掌
握
で
き
な
い
一
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
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る
。
韓
は
「
成
り
上
が
り
」
と
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
先
任
者
二
人
よ
り
は
る
か
に
近
代
的
行
政
手
腕
を
見
せ
日
本
人
を
喜
ば
せ
た
が
、

大
規
模
な
収
賄
事
件
が
発
覚
し
、
満
洲
国
中
央
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
。
中
央
が
省
長
を
罷
免
し
た
と
い
う
事
件
は
中
央
の
力
を
示
し
た
一

　
　
　
　
（
7
）

事
件
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
満
洲
国
で
は
当
初
各
省
長
を
中
央
の
各
部
の
総
長
に
す
え
る
こ
と
で
、
中
央
集
権
化
を
図
っ
た
。
し
か
し
満
洲
国
が
既
成
事
実

化
し
た
後
、
行
政
区
画
の
変
更
と
と
も
に
こ
れ
ら
省
長
を
交
替
さ
せ
た
。
煕
沿
、
戚
式
毅
ら
大
物
政
治
家
は
こ
こ
で
実
質
的
権
力
を
奪
わ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
建
国
過
程
で
は
有
力
者
を
登
用
す
る
こ
と
で
現
地
社
会
を
建
国
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
図
り
、
建
国
が

既
成
事
実
化
す
る
と
彼
ら
の
力
を
む
し
ろ
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
で
中
央
集
権
体
制
を
強
化
す
る
と
い
う
関
東
軍
の
方
針
が
明
ら
か
で
あ
る
．

満洲事変と中国人

　
（
3
）
　
県
長

　
第
8
表
は
満
洲
事
変
を
は
さ
ん
だ
遼
寧
省
（
奉
天
省
）
県
長
の
一
覧
で
あ
る
。
五
八
の
県
の
う
ち
一
九
二
九
年
か
ら
三
一
年
一
月
の
お

よ
そ
一
年
半
で
県
長
が
代
わ
ら
な
か
っ
た
県
が
一
二
あ
り
、
別
の
県
の
県
長
に
転
出
し
た
者
が
五
名
い
る
。
三
一
年
一
月
か
ら
三
二
年
後

半
ま
で
の
満
洲
事
変
を
は
さ
ん
だ
一
年
半
で
は
、
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
る
県
長
が
二
九
名
い
た
。
ま
た
別
の
県
の
県
長
に
転
出
し
た
者
は

二
名
で
あ
っ
た
。
吉
林
省
の
場
合
，
四
二
名
の
県
長
中
、
二
九
年
か
ら
三
一
年
一
月
ま
で
続
け
た
者
一
九
名
、
別
の
県
長
に
転
出
し
た
者

八
名
に
対
し
、
一
三
年
一
月
か
ら
一
一
三
年
後
半
ま
で
で
は
続
け
た
者
九
名
、
別
の
県
の
県
長
に
転
出
し
た
者
一
名
で
あ
っ
た
。
黒
龍
江
省

の
場
合
、
確
認
で
ぎ
た
四
二
名
の
県
長
中
．
二
九
年
か
ら
三
一
年
一
月
ま
で
続
け
た
者
五
名
、
別
の
県
長
に
転
出
し
た
者
七
名
、
三
一
年

一
月
か
ら
三
二
年
後
半
ま
で
続
け
た
者
一
七
名
、
別
の
県
長
に
転
出
し
た
者
七
名
で
あ
っ
た
。
以
上
か
ら
吉
林
省
以
外
の
二
省
は
満
洲
事

変
を
は
さ
ん
だ
一
年
半
の
方
が
、
県
長
を
続
け
て
い
る
も
の
が
多
く
、
満
洲
事
変
と
い
う
政
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
長
レ
ベ
ル
の
人
事

は
移
動
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
関
東
軍
は
事
変
以
前
か
ら
一
貫
し
て
、
県
レ
ベ
ル
以
下
の
地
方
に
つ
い
て
「
県
自
治
制
』
を
基
礎
と
す
る
現
状
維
持
の
方
針
を
打
ち
出
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．
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曝
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；
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証
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：
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彊
一
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潅

索
浸
溝
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簿
趣
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・
研
　
離
・
－

黒
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議
　
浅
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帯
翼
：
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墜
需
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・
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鑛

　
　
　
〈
理
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・

へ
い
。
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蜜
F
し
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誰
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…
趨
錘
田
；

　
　
　
　
　
　
鰹
喜
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：
翼
麟
醤

　
　
　
　
　
　
田
需
妬
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（
ω
N
薄
蘇
ゆ
）

（
8
蚤
潜
）

（
ω
一
’
ω
N
鼠
蹄
）

（
N
P
ω
ジ
o。
いo
鳶
鶏
）

（
ω
い
。
蕪
職
3

（
8
’
ω
一
童
寒
）

一
8
貸
蕊

　
　
　
　
葺
鋳
薄

　
　
・
…
田
欝
謝

　
　
　
　
薄
麟
藤

　
－
：
…
粛
癬
離

　
　
　
…
議
、
智
》

・
…
…
：
…
議
笥
｝
蕪

　
　
　
　
灘
渇
轍

〈
器
盗
翁
〉
素
蟄
轍

〈
滞
暑
酉
〉
蔚
帰
歯

…
…
…
…
鰹
潔
翌

…
…
…
…
梯
　
暴

（
卜
。
P
ω
ノ
認
巌
晋
）
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（
ω
一
’
認
謡
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（
ω
一
’
o。
N
藤
三
）

（
N
。
鳶
識
4
じ。
N
鼎
強
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（
N
。
喬
劇
搾
ω
ω
尊
蔦
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（
ω
b
。
噌
ω
ω
針
蒲
）

（
認
．
ω
ω
園
母
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ω
ω
煎
識
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〈
藩
償
鵡
〉
蟻
浅

…
…
…
詠
帯
翼

…
：
…
鼻
譜
驚

　
　
　
　
麟
跳
鱈

　
　
　
　
蚕
黙
輪

〈
釜
這
虜
〉
　
f

〈
導
主
譲
〉
　
ー

〈
譲
主
爲
〉
暑
醸
鶏

〈
盤
主
鵬
〉
幡
彊
欝

〈
醤
主
鵡
〉
　
ー

　
・
－
：
－
廉
鱒
渇

〈
滞
掲
鵬
〉
熱
鼎
膳

〈
膚
掲
講
〉
紛
帰
識
（
認
詩
蹄
－

〈
岱
畳
鵬
〉
蟷
垂
ヨ

　
　
　
；
禽
雲
灘

　
　
　
　
H
鼎
葬

　
　
　
　
緊
塗
潜
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（
8
）

し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
．
省
単
位
の
行
政
を
な
く
し
、
行
政
一
般
を
関
東
軍
が
掌
握
す
る
と
い
う
方
針
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
関
東
軍
は
満
洲
事
変
後
自
治
指
導
部
を
つ
く
り
、
各
地
に
日
本
人
と
中
国
人
の
自
治
指
導
員
を
派
遣
し
、
県
レ
ベ
ル
の
工
作
を

行
な
っ
た
。
関
東
軍
は
絶
大
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
省
の
力
を
骨
抜
き
に
し
、
県
自
治
育
成
の
名
目
で
中
央
と
県
の
権
限
を
強
め
、
中
央

の
影
響
力
を
直
接
県
に
及
ぽ
す
こ
と
と
で
中
央
の
地
方
支
配
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
則
り
参
事
官
に
日
本
人
や
親
日
的
中

国
人
を
配
置
し
彼
ら
を
通
じ
て
地
方
行
政
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
省
長
が
任
命
し
た
県
長
が
自
治
指
導
員
の
意
向
と
あ
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

間
題
が
生
ず
る
事
態
が
起
き
た
。
結
局
こ
の
段
階
で
は
該
当
者
の
経
歴
や
現
地
社
会
と
の
摩
擦
を
考
慮
し
．
県
長
は
従
来
と
あ
ま
り
変
わ

り
な
い
顔
ぶ
れ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
8
表
の
一
等
県
、
二
等
県
、
三
等
県
と
い
う
分
け
方
は
そ
の
県
の
人
口
や
政
治
経
済
的
重
要
度
か
ら
中
国
側
が
分
け
た
分
類
で
あ
る
。

だ
い
た
い
表
の
上
に
あ
る
県
ほ
ど
格
が
上
の
県
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
日
本
も
こ
の
時
期
こ
の
分
類
を
採
用
し
た
。
三
三
年
九
月
調
査
の

県
長
の
場
合
、
以
前
か
ら
の
持
ち
上
が
り
組
が
や
は
り
多
い
が
、
他
県
か
ら
転
出
し
た
県
長
が
そ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
多
い
。
し
か
も
、

は
っ
き
り
と
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
ヶ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
綿
県
（
一
等
県
）
漏
廣
民
は
西
豊
県
（
二
等
県
）
か
ら
、
東
豊
県

（
二
等
県
）
徐
維
准
は
遼
中
県
（
三
等
県
）
か
ら
、
撫
順
県
（
二
等
県
）
趙
仲
達
は
隻
山
県
（
三
等
県
）
か
ら
の
転
出
組
で
あ
る
。
逆
に

格
下
げ
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
格
上
げ
が
め
だ
つ
。
ま
た
、
少
数
で
あ
る
が
中
央
や
省
レ
ベ
ル
の
官
吏
に
転
出
し
た
者
も
い
る
。

た
と
え
ば
三
二
年
段
階
で
荘
河
県
県
長
で
あ
っ
た
王
純
古
は
満
洲
国
中
央
の
民
政
部
事
務
官
に
な
る
し
、
挑
南
県
の
申
振
先
は
熱
河
省
公

署
理
事
官
で
教
育
庁
長
に
転
出
す
る
。
関
東
軍
と
し
て
は
配
属
県
を
格
上
げ
し
た
り
、
中
央
や
省
レ
ベ
ル
の
官
吏
に
登
用
す
る
な
ど
の
方

針
で
県
長
レ
ベ
ル
を
満
洲
国
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
三
四
年
六
月
三
〇
日
現
在
の
人

事
を
書
い
た
『
満
洲
國
官
吏
録
』
に
は
県
長
の
記
述
が
な
く
、
日
本
人
の
参
事
官
の
名
前
の
み
が
列
挙
し
て
あ
り
、
中
央
が
県
長
人
事
ま

で
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
三
四
年
一
二
月
に
行
政
区
画
の
変
更
が
行
な
わ
れ
、
四
省
が
十
省
と
な
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
三
五
年
一
二
月
の
県
長
の
メ
ン
バ
ー
も
持
ち
上
が
り
組
が
多
か
っ
た
．
満
洲
国
中
央
は
行
政
区
画
変
更
を
し
て
省
長
権
限
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を
骨
抜
き
に
し
中
央
集
権
化
を
図
り
、
県
長
人
事
を
中
央
が
直
接
行
な
う
こ
と
で
地
方
を
コ
ン
ト
・
ー
ル
し
た
い
と
い
う
希
望
を
持
ち
な

が
ら
も
、
こ
の
段
階
ま
で
基
本
的
に
は
従
来
の
人
事
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
満
洲
国
史
編
纂
刊
行
会
編
『
満
洲
国
史
・
総
論
』
、
満
蒙
同
胞
援
護
会
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
一
貢
。

　
（
2
）
　
國
務
院
総
務
庁
統
計
虜
『
第
三
次
・
満
洲
帝
國
年
報
』
、
國
務
院
穂
務
庁
統
計
虚
、
一
九
三
六
年
、
四
一
頁
。
関
東
軍
は
省
政
府
を
廃
止
し
日

　
　
本
が
行
政
を
掌
握
す
る
こ
と
を
満
洲
事
変
以
前
か
ら
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
に
脱
稿
さ
れ
た
関
東
軍
参
謀
部
の
研
究
に
は
『
省
政
府

　
　
ハ
之
ヲ
廃
止
シ
テ
我
軍
司
令
部
及
各
軍
政
庁
ヲ
シ
テ
代
リ
テ
行
政
二
方
ラ
シ
ム
ル
モ
県
以
下
ニ
ア
リ
テ
ハ
現
制
ヲ
維
持
シ
以
テ
民
衆
ノ
動
揺
ヲ
防
止

　
　
ス
ル
ト
共
二
実
状
二
応
ス
ル
施
政
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
図
ル
」
と
あ
る
（
関
東
軍
参
謀
部
「
附
『
満
蒙
二
於
ケ
ル
占
領
地
統
治
二
関
ス
ル
研
究
』
ノ
抜
葦
』

　
　
〈
一
九
三
〇
年
九
月
〉
〔
角
田
順
編
『
石
原
莞
爾
資
料
〈
増
補
〉
・
国
防
論
策
篇
』
、
原
書
房
、
一
九
七
五
年
所
収
〕
五
四
頁
）
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

前
掲
『
東
北
四
省
政
局
の
現
状
』
、
四
六
頁
。

た
と
え
ば
直
接
税
を
県
に
委
譲
す
る
こ
と
と
し
た
（
前
掲
「
事
変
後
ヨ
リ
統
治
部
設
立
迄
ノ
参
謀
本
部
第
三
課
ノ
業
務
概
況
』
、
一
四
頁
）
。

主
計
処
『
省
域
変
更
及
省
制
改
正
二
関
ス
ル
件
」
〈
一
九
三
四
年
四
月
一
五
日
〉
（
『
片
倉
文
書
・
3
1
』
）
。

林
義
秀
「
建
国
当
初
に
於
け
る
黒
龍
江
省
の
回
顧
・
巻
二
』
（
前
掲
『
現
代
史
資
料
・
一
一
・
続
・
満
洲
事
変
』
、
所
収
）
七
一
七
ー
七
一
九
頁
．

前
掲
『
満
洲
國
現
勢
・
建
国
ー
大
同
二
年
度
版
』
、
一
二
九
頁
。

本
章
・
注
（
2
）
の
引
用
文
を
参
照
の
こ
と
．

土
屋
分
館
主
任
よ
り
芳
澤
外
務
大
臣
宛
電
報
〈
一
九
三
二
年
二
月
二
三
日
〉
（
『
官
吏
任
免
関
係
』
所
収
）
．

五
　
結

語

満洲事変と中国人

　
満
洲
国
の
中
国
人
官
吏
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
満
洲
国
に
参
画
し
た
の
か
。
序
で
掲
げ
た
四
つ
の
座
標
軸
に
そ
っ
て
こ
れ
を
ま
と
め

る
。
ま
ず
張
学
良
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
満
洲
国
に
入
っ
た
者
に
は
学
良
と
の
関
係
が
難
し
か
っ
た
り
、
学
良
時
代
に
不
遇
で
あ
っ
た
者

が
多
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
い
わ
ゆ
る
旧
派
の
長
老
で
張
学
良
と
そ
り
が
あ
わ
な
か
っ
た
り
、
学
良
に
対
し
不
満
を
持
っ
て
い
た
者
、
た

と
え
ば
真
金
凱
、
子
沖
漢
、
張
景
恵
、
邪
士
廉
、
張
海
鵬
な
ど
が
い
る
。
煕
治
も
こ
れ
に
近
い
。
こ
れ
と
重
な
る
が
夏
金
凱
、
子
沖
漢
を
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中
心
と
し
た
文
治
派
系
の
者
は
学
良
時
代
不
遇
て
あ
っ
た
者
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
張
学
良
が
暗
殺
し
た
楊
宇
震
系
、
常
蔭
椀

系
の
者
も
立
場
が
微
妙
で
あ
っ
た
。
楊
宇
窪
系
の
臓
式
毅
、
常
蔭
梶
系
の
劉
廷
選
、
鹿
作
屏
、
馬
景
桂
、
高
家
験
は
結
局
満
洲
国
に
参
加

し
た
。
さ
ら
に
反
日
政
策
を
と
る
学
良
の
下
で
は
日
本
留
学
経
験
者
を
は
じ
め
「
親
日
派
」
と
み
な
さ
れ
る
老
は
難
し
い
立
場
に
あ
っ
た
。

次
に
日
本
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
日
本
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
り
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た
場
合
、
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、

満
洲
国
に
参
加
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
満
洲
国
高
官
に
お
け
る
日
本
留
学
経
験
者
の
割
合
の
多
さ
が
こ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
．
ひ
と
つ
は
「
親
日
派
」
と
認
め
ら
れ
た
り
日
本
関
係
の
職
に
あ
る
こ
と
で
、
反
日

政
策
を
と
る
張
学
良
の
下
で
不
遇
で
あ
っ
た
者
、
た
と
え
ば
子
沖
漢
、
丁
鑑
修
な
ど
、
ま
た
日
本
留
学
経
験
や
人
脈
に
よ
っ
て
「
親
日

的
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
の
た
め
に
張
学
良
の
下
で
の
困
難
を
感
じ
て
い
た
者
で
あ
る
。
ふ
た
つ
め
は
堪
能
な
日
本
語
や
人
脈
を
生
か
し

て
「
出
世
」
し
た
者
、
謝
介
石
、
韓
雲
介
な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
後
者
の
方
が
積
極
的
か
つ
能
動
的
参
加
と
な
っ
た
。
第
三
に

清
朝
と
の
距
離
で
あ
る
が
、
清
朝
に
人
脈
や
血
縁
で
近
い
関
係
に
あ
っ
た
り
、
清
朝
に
忠
誠
心
を
抱
い
て
い
た
り
す
る
者
は
満
洲
国
に
参

加
し
た
。
彼
ら
は
「
復
辟
」
実
現
と
い
う
積
極
的
動
機
を
持
っ
て
満
洲
国
に
参
加
し
た
。
清
朝
最
後
の
皇
帝
薄
儀
は
も
と
よ
り
煕
沿
、
金

壁
東
、
金
憲
立
の
よ
う
に
淳
儀
と
血
縁
関
係
に
あ
る
者
、
こ
れ
を
囲
む
満
洲
人
、
旗
人
、
そ
し
て
鄭
孝
胃
、
羅
振
玉
の
よ
う
に
宮
中
や
天

津
か
ら
薄
儀
に
つ
い
て
き
た
者
、
元
清
朝
官
吏
そ
の
他
の
復
辟
論
者
が
い
る
．
最
後
に
中
央
と
の
距
離
、
言
い
換
え
る
と
東
北
土
着
的
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
出
身
地
や
職
歴
か
ら
判
断
し
て
満
洲
国
参
加
者
の
大
多
数
が
東
北
に
生
活
の
基
盤
を
持
っ
て
い
た
。

彼
ら
の
中
に
は
他
の
選
択
を
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
者
も
多
か
ろ
う
。
ま
た
嚢
金
凱
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
「
易
幟
反
対
」
「
保
境
安
民
」

を
唱
え
て
い
た
者
も
少
な
く
な
い
。
加
え
て
関
内
か
ら
来
た
参
加
者
は
薄
儀
－
鄭
孝
胃
ら
清
朝
関
係
者
を
中
心
と
し
て
お
り
、
満
洲
に
は

特
別
の
思
い
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
上
の
他
に
湯
玉
麟
の
よ
う
に
自
身
の
権
益
に
固
執
し
あ
い
ま
い
な
対
応
を
と
っ
た
者
、
蒙
古
人

の
よ
う
に
独
自
の
独
立
構
想
を
持
っ
て
参
加
し
た
者
が
い
た
。
満
洲
事
変
か
ら
満
洲
国
建
国
と
い
う
政
変
の
中
に
身
を
置
い
た
中
国
人
は
、

先
行
き
不
明
の
危
機
的
政
治
的
状
況
と
こ
れ
ら
の
要
件
と
の
間
で
揺
れ
た
の
で
あ
る
．
参
加
要
素
が
い
く
つ
も
重
な
る
者
も
あ
る
。
参
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加
・
不
参
加
の
相
反
す
る
要
素
を
持
っ
た
者
も
い
た
。
ま
た
参
加
要
素
を
持
っ
て
い
て
も
参
加
し
な
か
っ
た
者
も
多
数
あ
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
人
材
に
つ
い
て
関
東
軍
は
事
変
前
か
ら
あ
る
程
度
目
論
見
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
関
東
軍
に
と
っ
て
地
元
の
有
力
者
で
、

「
親
日
的
」
で
あ
り
、
易
幟
後
も
「
保
境
安
民
」
を
主
張
し
て
い
た
り
、
独
立
構
想
を
持
っ
て
い
た
り
、
現
状
に
不
満
を
持
っ
た
中
国
人
は
、

利
用
価
値
を
持
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
薄
儀
の
利
用
も
検
討
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
事
変
発
生
直
後
か
ら
た
だ
ち
に
こ
れ

ら
中
国
人
の
取
り
込
み
工
作
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
．
事
変
か
ら
満
洲
国
建
国
期
に
お
い
て
関
東
軍
は
、
現
地
有
力
者
中
心
と
し
た
中

国
人
を
建
国
工
作
に
組
み
込
む
こ
と
で
中
国
社
会
の
掌
握
を
ね
ら
っ
た
。
し
か
し
い
っ
た
ん
満
洲
国
建
国
が
既
成
事
実
化
す
る
と
、
彼
ら

の
力
を
逆
に
排
除
す
る
こ
と
で
、
中
央
集
権
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
実
を
考
え
た
場
合
、
「
満
洲
」
と
い
う
地
域
が
清
王
室
発
祥
の
地
で
あ
り
、
か
つ
日
本
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

特
殊
条
件
が
満
洲
国
の
成
立
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
再
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
当
時
の
東
北
は
易
幟
後
と
は
い
え
実
質

的
に
は
張
学
良
を
頂
点
と
す
る
軍
閥
の
支
配
下
に
あ
り
、
行
政
は
省
単
位
で
動
い
て
お
り
、
国
民
政
府
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
意
識
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

下
級
の
官
吏
ほ
ど
希
薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
政
治
的
・
社
会
的
状
態
も
ま
た
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
だ

が
他
方
、
満
洲
事
変
後
省
単
位
の
行
政
を
改
編
し
て
省
権
限
を
骨
抜
き
に
し
、
県
自
治
の
名
の
下
に
地
方
の
直
接
支
配
を
も
く
ろ
ん
だ
関

東
軍
は
、
県
長
人
事
の
掌
握
に
す
ら
困
難
を
き
た
し
た
。
す
な
わ
ち
省
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
で
中
央
に
統
合
さ
れ
得
な
い
政
治
的
状
態
は
、

東
北
の
中
央
か
ら
の
分
離
に
貢
献
す
る
一
方
で
、
東
北
社
会
の
支
配
を
め
ざ
す
関
東
軍
を
も
悩
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

満洲事変と中国人

（
1
）
　
満
洲
事
変
前
の
束
北
が
国
民
政
府
の
も
と
で
統
合
さ
れ
て
い
な
い
面
を
論
じ
た
も
の
に
土
田
哲
夫
「
南
京
政
府
期
の
国
家
統
合
－
張
学
良
東
北

政
権
（
一
九
二
八
⊥
三
年
）
と
の
関
係
の
例
！
」
（
中
国
現
代
史
研
究
会
編
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
所
収
）
が

あ
る
。
ま
た
、
張
作
森
の
権
力
掌
握
過
程
で
の
在
地
有
力
者
の
動
向
を
分
析
し
た
松
重
充
浩
「
『
保
境
安
民
』
期
に
お
け
る
張
作
森
地
域
権
力
の
地

域
統
合
策
』
（
『
史
學
研
究
』
第
一
八
六
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
、
同
「
張
作
森
に
よ
る
奉
天
省
権
力
の
掌
握
と
そ
の
支
持
基
盤
」
（
『
史
學
研
究
』

第
一
九
二
号
、
一
九
九
一
年
六
月
）
な
ど
も
併
せ
て
参
照
の
こ
と
．
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〔
付
　
記
〕
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
東
京
学
芸
大
学
の
土
田
哲
夫
講
師
か
ら
資
料
等
で
示
唆
を
受
け
ま
し
た
．
ま
た
駒
沢
大
学
の
小
林
研
究
会
で
は

発
表
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
小
林
英
夫
教
授
は
じ
め
研
究
会
の
メ
と
ハ
ー
（
八
木
慶
和
、
申
奎
隻
、
塚
瀬
進
、
李
文
龍
、
今
泉
裕
美
子
、
田
端
真
弓
、

以
上
ご
発
言
く
だ
さ
っ
た
方
の
み
）
か
ら
様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
ぎ
ま
し
た
。
他
に
、
慶
鷹
義
塾
大
学
の
山
田
辰
雄
教
授
な
ら
び
に
家
近
亮
子
氏
、

帝
京
大
学
の
中
村
楼
蘭
講
師
か
ら
も
有
益
な
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
．
さ
ら
に
東
京
大
学
の
平
野
健
一
郎
教
授
、
慶
鷹
義
塾
大
学
の
池
井
優
教
授
に

は
草
稿
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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